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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺

│
明
清
「
編
年
」
書
六
種
に
お
け
る

│

熊
　
　
本
　
　
　
　
　
崇

序
に
か
え
て

　

別
）
1
（稿
で
は
、
宋
哲
宗
朝
初
に
お
け
る
司
馬
光
最
晩
年
の
事
蹟
、
首
相
發
令
と
就
任
、
差
役
法
復
活

│
募
役
法
か
ら
差
役
法
へ
の
回
歸

│
等
を
、『
資

冶
通
鑑
』
の
後
繼
を
稱
す
る
明
清
人
の
「
編
年
」
書
六
種
が
、
如
何
に
傳
え
た
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
試
み
、
い
く
つ
か
の
知
見
を
得
た
。
例
え
ば
先
行

す
る
史
書
の
後
發
の
そ
れ
に
對
す
る
、
拘
束
力
の
強
さ
で
あ
る
。
後
者
が
前
者
の
踏
襲
に
過
ぎ
ぬ
場
合
が
、
む
し
ろ
常
態
で
さ
え
あ
る
。
あ
る
い
は
後
發

史
書
の
怠
慢
も
こ
れ
を
然
ら
し
め
る
、
要
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
六
書
の
う
ち
明
薛
應
旂
の
そ
れ
は
そ
の
「
義
例
」
で
、
嚴
密
な
「
編
年
例
」
を
遵
守
し
た

と
誇
る
。「
予
於
紀
事
、
仍
序
書
於
年
月
日
之
下
云
云
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
實
際
に
は
、
自
身
が
批
判
し
た
「
紀
傳
體
」

│
「
或
合
始
末
併
書
之
」

│
に
堕
し
た
具
體
例
も
、
散
見
す
る
。

　

明
人
の
四
書
に
は
、
差
役
法
の
復
活
は
光
の
正
月
二
十
二
日
上
奏
（「
罷
免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」）
が
「
得
旨
」
し
た
、
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
二

月
六
日
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
閏
二
月
あ
る
い
は
三
月
と
す
る
、
二
月
末
に
設
置
さ
れ
た
詳
定
役
法
所
の
意
味
、
光
正
月
「
箚
子
」
と
の
關
係
に
つ
い

て
の
理
解
不
足
等
の
、
問
題
點
を
指
摘
し
得
た
。
詳
定
役
法
所
等
役
法
關
連
記
事
が
、
特
に
清
徐
乾
學
等
の
書
に
お
い
て
如
何
に
繼
承
さ
れ
た
か
、
そ
の

檢
討
が
小
稿
に
遺
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
乾
學
等
に
敢
て
限
定
す
る
の
は
、
乾
學
等
の
不
備
は
ほ
ぼ
た
だ
ち
に
畢
沅
の
そ
れ
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
少
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な
く
と
も
當
該
期
の
光
を
め
ぐ
る
記
事
に
限
れ
ば
、
畢
沅
は
殆
ど
乾
學
等
の
轉
寫
に
終
始
す
る
。
因
み
に
六
者
の
う
ち
畢
沅
の
書
だ
け
が
『
四
庫
全
書
』

以
後
の
、
編
纂
に
係
る
。『
永
樂
大
典
』
か
ら
抽
出
さ
れ
た
李
燾
の
『
續
資
治
通
鑑
長
編

│
以
下
長
編

│
』、
特
に
そ
の
哲
宗
紀
を
利
用
し
得
た
の
は

畢
沅
の
み
で
あ
る
。
そ
の
史
料
環
境
に
お
い
て
畢
沅
は
、
他
の
五
者
よ
り
著
し
く
有
利
で
あ
っ
た
。

　

小
稿
で
は
別
稿
同
樣
六
種
の
「
編
年
」
書
を
、
以
下
の
如
く
略
稱
す
る
。
①
明
陳
桱
『
通
鑑
續
編
』、
陳
桱
A
、
②
同
商
輅
『
通
鑑
綱
目
續
編
』、
商
輅

B
、
③
同
薛
應
旂
『
宋
元
資
冶
通
鑑
』、
應
旂
C
、
④
同
王
宗
沐
『
宋
元
資
治
通
鑑
』、
宗
沐
D
、
⑤
清
徐
乾
學
等
『
資
治
通
鑑
後
編
』、
乾
學
等
E
、
⑥

同
畢
沅
『
續
資
治
通
鑑
』、
畢
沅
F
。

Ⅰ
、
門
下
侍
郎
就
任

　

徐
乾
學
等
E
に
は
、
先
行
す
る
明
人

│
陳
桱
・
商
輅
・
薛
應
旂
・
王
宗
沐

│
の
四
書
に
比
べ
そ
の
「
編
年
」
に
、
若
干
の
改
善
が
み
え
る
。
司
馬

光
の
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
正
月
二
十
二
日
上
奏
に
係
る
、「
乞
罷
免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」
を

│
明
人
の
如
く
同
年
閏
二
月
な
い
し
は
三
月
で
は

な
く

│
聖
旨
「
奏
ニ
依
レ
」
を
得
た
、
二
月
六
日
に
繋
け
た
か
ら
で
あ
る
。「
奏
ニ
依
レ
」
は
、
光
の
該
「
箚
子
」
を
以
て
差
役
法
が
、
復
活
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
た
だ
遺
憾
な
點
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
く
光
の
「
乞
去
新
法
之
病
民
傷
國
者
疏
」
を
、
E
卷
八
六
元
豐
八
年
（
一
〇
八
五
）
五

月
戊
午
（
二
十
五
日
）
條
に
引
く
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
E
同
條
は
、
光
へ
の
門
下
侍
郎
（
執
政
官
）
發
令
、
光
の
辭
退
と
最
終
的
受
諾
を
傳
え
て

い
る
。
受
諾
は
實
際
に
は
二
十
八
日
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
別

）
2
（稿
に
も
み
た
よ
う
に
、
該
「
疏
」
上
奏
時
光
の
寄
祿
階
は
、
太
中
大
夫
で
あ
り
、
門
下

侍
郎
發
令
時
の
そ
れ
は
一
級
上
の
、
通
議
大
夫
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
「
疏
」
は
發
令
以
前
、
恐
ら
く
は
四
月
二
十
七
日
の
上
奏
に
係
る
。「
疏
」
の

一
節
に
は
「
如
保
甲
・
免
役
錢
・
將
官
三
事
、
皆
當
今
之
急
務
、
釐
革
所
宜
先
者
、
臣
今
別
具
狀
奏
聞
」
と
み
え
、
總
論
と
い
う
べ
き
「
疏
」
と
は
別
に
、

各
論
「
乞
罷
保
甲
狀
」「
乞
罷
免
役
狀
」「
乞
罷
將
官
狀
」
の
三
「
狀
」
が
、
同
時
に
上
奏
さ
れ
た
。「
疏
」
と
三
「
狀
」
は
、
執
政
官
登
用
を
豫
測
し
た

光
に
お
け
る
施
政
方
針
の
、
一
環
と
位
置
づ
け
得
よ
う
（『
温
國
文
正
司
馬
公
集

│
以
下
司
馬
公
集

│
』
卷
四
九
「
乞
罷
免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」、

同
卷
四
六
「
乞
去
新
法
之
病
民
傷
國
者
疏
」、
同
「
乞
罷
保
甲
狀
」、
同
卷
四
七
「
乞
罷
免
役
狀
」、
同
「
乞
罷
將
官
狀
」）。
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『
宋
史
』
卷
一
七
七
役
法
上
は

│
あ
る
い
は
陳
均
『
皇
朝
編
年
綱
目
備
要

│
以
下
備
要

│
』
卷
二
十
一
元
豐
八
年
五
月
「
司
馬
光
門
下
侍
郎
」

條
「
分
註
」
を
誤
讀
し

）
3
（て

│
三
「
狀
」
の
一
「
乞
罷
免
役
狀
」
を
、
門
下
侍
郎
光
の
上
奏
と
し
て
引
き
、
陳
桱
A
も
役
法
上
に
據
り
、
A
卷
一
〇
元
祐

元
年
閏
二
月
「
詔
詳
定
役
法
」
條
「
分
註
」
に
、「
執
政
」
光
の
上
奏
と
し
て
「
乞
罷
免
役
狀
」
を
、節
略
す
る
。
乾
學
等
E
五
月
戊
午
條
に
お
け
る
「
疏
」

は
、
こ
れ
と
範
疇
を
同
じ
く
す
る
、
少
な
く
と
も
「
編
年
書
」
と
し
て
の
不
備
で
は
あ
る
。

　

乾
學
等
E
は
、楊
仲
良
『
資
冶
通
鑑
長
編
紀
事
本
末

│
以
下
紀
事
本
末
』
卷
九
四
「
變
新
法
」
に
據
っ
て
、「
疏
」
上
奏
が
元
豐
八
年
四
月
己
丑
（
二
十
六

日
）

│
『
長
編
』
は
庚
寅
（
二
十
七
日
）

│
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
立
場
に
在
り
は
し
た
。
だ
が
E
五
月
戊
午
條
は
、『
宋
史
』
卷
三
三
六
光
傳

と
明
人
の
四
書
A
B
C
D
、
お
よ
び
蘇
軾
撰
の
光
「
行
狀
」
を
、
繼
承
し
た
で
あ
ろ
う
。
光
傳
は
「
起
光
知
陳
州
、
過
闕
、
留
爲
門
下
侍
郎
」
と
し
た
あ

と
、「
是
時
天
下
之
民
」
は
新
政
（
新
法
改
變
）
に
期
待
し
た
が
、
議
者
（
新
法
黨
）
が
「
三
年
無
改
於
父
（
神
宗
）
之
道
」
を
口
實
に
、
人
言
を
防
遏

し
よ
う
と
し
た
た
め
、
光
が
「
況
太
皇
太
后
以
母
改
子
、
非
子
改
父
」
と
反
論
し
、
衆
議
は
鎭
定
し
た
と
述
べ
る
。
陳
桱
A
卷
九
元
豐
八
年
五
月
「
以
司

馬
光
爲
門
下
侍
郎
」
條
「
分
註
」、
商
輅
B
同
年
同
月
同
條
「
分
註
」、
應
旂
C
卷
三
九
同
年
同
月
「
丙

）
4
（辰

」
條
、
宗
沐
D
同
年
同
月
戊
午

）
5
（條

は
な
べ
て
、

光
傳
の
記
述
を
踏
襲
す
る
。「
況
太
皇
太
后
云
云
」
は
、
母
で
あ
る
高
氏
は
神
宗
の
諸
政
策
を
否
定
し
て
よ
い
と
す
る
、
新
法
改
變
正
當
化
に
お
け
る
最

有
力
の
論
據
で
あ
る
。
該
「
疏
」
末
尾
に
は
、「
況
今
軍
國
之
事
、
太
皇
太
后
陛
下
權
同
行
處
分
、
是
乃
母
改
子
之
政
、
非
子
改
父
之
道
也
、
何
憚
而
不

爲
哉
」
と
あ
る
。「
編
年
」
書
と
し
て
の
妥
當
性
を
害
う
と
は
い
え
、
乾
學
等
に
は
、「
疏
」
を
戊
午
條
に
繋
け
る
必
然
性
は
有
っ
た
。
た
だ
「
三
年
無
改

於
父
之
道
」
に
對
す
る
光
の
反
論
に
つ
い
て
は
、
乾
學
等
は
、「
疏
」
自
體
よ
り
む
し
ろ
、
軾
撰
「
行
狀
」
に
お
け
る
そ
の
節
略
を
採
っ
た
（『
名
臣
碑
傳

琬
琰
集
』
中
卷
五
一
「
司
馬
文
正
公
行
狀
」）。

　
『
宋
史
』
光
傳
に
は
、「
況
太
皇
太
后
以
母
改
子
、
非
子
改
父
」
に
先
行
し
て
、「
光
曰
、
先
帝
之
法
、
其
善
者
雖
百
世
不
可
變
也
、
若
安
石
・
惠
卿
所
建
、

爲
天
下
害
者
、
改
之
當
如
救
焚
拯
溺
」
と
あ
る
が
こ
の
一
節
は
、
軾
撰
光
「
行
狀
」
に
據
る
。「
行
狀
」
に
は
「
公
慨
然
爭
曰
、
先
帝
之
法
、〈
中
略
〉、

當
如
救
焚
拯
溺
、
猶
恐
不
及
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
行
狀
」
の
「
猶
恐
不
及
」
以
下
に
は
、「
昔
漢
文
帝
除
肉
刑
、〈
中
略
〉、
景
帝
元
年
卽
改
之
、〈
中

略
〉、
德
宗
晩
年
爲
宮
市
、〈
中
略
〉、
順
宗
卽
位
罷
之
、
當
時
悦
服
、
後
世
稱
頌
、
未
有
或
非
之
者
也
。
況
太
皇
太
后
以
母
改
子
、
非
子
改
父
」
と
あ
る
。

特
に
「
昔
漢
文
帝
」
以
下
は
明
ら
か
に
、
光
「
疏
」
後
段
の
節
略
で
あ
る
（
た
だ
し
「
先
帝
之
法
」
以
下
「
猶
恐
不
及
」
ま
で
を
軾
が
何
に
採
っ
た
か
は
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詳
ら
か
に
し
得
な
い
）。
乾
學
等
E
五
月
戊
午
條
は
、「
行
狀
」
の
「
公
慨
然
爭
之
曰
」
以
下
「
非
子
改
父
」
に
至
る
ま
で
を
、
ほ
ぼ
字
字
句
句
採
録
す
る
。

E
戊
午
條
は
光
傳
の
當
該
部
分
を
、「「
行
狀
」
を
以
て
増
量
し
た
。

　

門
下
侍
郎
發
令
以
前
の
上
奏
を
、發
令
以
後
に
引
用
す
る
筆
法
は
、「
行
狀
」・
列
傳
等
「
紀
傳
體
」
の
場
合
に
は
當
を
失
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
。「
編

年
」
書
で
あ
る
に
し
て
も
、
例
え
ば
陳
桱
A
・
商
輅
B
の
よ
う
に
「
綱
目
」
の
體
を
採
り
、
某
月
某
日
某
條
「
分
註
」
に
、
複
數
年
に
渉
る
記
事
を
集
中

し
て
收
録
す
る
場
合
も
、
一
槪
に
不
當
と
は
爲
し
得
ま
い
。
應
旂
C
・
宗
沐
D
は
す
で
に
「
綱
目
」
で
は
な
く
、「
編
年
」
書
で
あ
る
。
だ
が
兩
者
の
基

本
的
作
業
は
、
商
輅
B
「
分
註
」
の
正
文
化
に
過
ぎ
ず
し
か
も
、
某
日
條
に
お
け
る

│
あ
る
い
は
複
數
年
に
渉
る

│
諸
記
事
の
、
前
後
關
係
、
因
果

關
係
は
必
ず
し
も
整
序
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
B
「
以
司
馬
光
爲
門
下
侍
郎
」「
分
註
」「
旣
而
蘇
軾
自
登
州
召
還
、
縁
道
人
相
聚
號
呼
曰
、
寄
謝
司
馬

相
公
、
毋
去
朝
廷
云
云
」
は
、
そ
の
ま
ま
C
「
丙
辰
」
D
戊
午
條
に
繋
け
ら
れ
る
。
軾
は
五
月
戊
戌
（
六
日
）
配
流
（
常
州
安
置
）
を
赦
さ
れ
、
朝
奉
郎

を
以
て
知
登
州
を
發
令
さ
れ

）
6
（た

。
登
州
か
ら
開
封
ヘ
の
召
遷
は
こ
の
年
十
一
月
以
降
で
あ
る
。
四
月
上
奏
に
係
る
光
「
疏
」
は
、こ
の
「
旣
而
蘇
軾
云
云
」

に
接
續
さ
れ
て
い
る
。
應
旂
C
宗
沐
D
の
「
編
年
」
は
、
不
適
切
の
毀
り
を
免
か
れ
ま
い
。
例
え
ば
、「
先
是
」
等
前
後
關
係
の
明
示
も
無
い
ま
ま
、
乾

學
等
E
も
光
「
疏
」
を
五
月
戊
午
條
に
繋
け
て
い
る
。
C
D
の
踏
襲
で
あ
る
が
さ
ら
に
、
乾
學
等
は
同
一
疏
の
前
段
を
恰
か
も
別
の
一
疏
の
如
く
に
、
引

用
す
る
。
乾
學
等
E
五
月
戊
午
條
の
構
成
は
ほ
ぼ
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
①
門
下
侍
郎
發
令
。
②
發
令
以
前
、
知
陳
州
を
以
て
過
闕
、
入
見
。「
詔
書
始

末
之
言
、
固
已
盡
善
、
中
間
逆
以
六
事
防
之
云
云
」
を
上
奏
。
③
「
至
是
拜
門
下
侍
郎
、
光
辭
、
二
箚
並
臣
。
其
一
請
釐
革
新
法
曰
云
云
」
④
「
光
復

辭）
7
（

。
太
皇
太
后
賜
以
手
詔
、〈
中
略
〉、
且
使
梁
惟
簡
宣
旨
曰
、
早
來
所
奏
備
悉
卿
意
、
再
降
詔
開
言
路
、
俟
卿
供
職
施
行
。
光
由
是
不
敢
辭
」
⑤
「
時
民

日
夜
引
領
以
觀
新
政
、
而
議
者
猶
以
爲
、
三
年
無
改
於
父
之
道
」
⑥
「
光
慨
然
爭
之
曰
、〈
中
略
〉、
昔
漢
文
帝
云
云
」

　

②
過
闕
ま
で
と
、
①
⑤
⑥
は
『
宋
史
』
光
傳
と
「
行
狀
」
に
據
っ
た
で
あ
ろ
う
。
③
「
請
釐
革
新
法
」
と
し
て
乾
學
等
が
引
用
し
た
の
が
、「
如
保
甲
・

免
役
錢
・
將
官
三
事
、
皆
當
今
之
急
務
釐
革
所
宜
先
者
、
臣
今
別
具
狀
奏
聞
」
に
至
る
ま
で
の
、
四
月
上
奏
に
係
る
光
「
疏
」
前
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

該
「
疏
」
は
④
⑤
を
介
し
て
、
⑥
「
光
慨
然
爭
之
曰
、〈
中
略
〉。
昔
漢
文
帝
云
云
」
の
後
段
と
、
分
離
さ
れ
た
。
か
か
る
不
自
然
な
引
用
に
は
、「
行
狀
」

の
影
響
を
想
定
し
得
る
。「
行
狀
」
は
、「
詔
除
公
知
陳
州
、
且
過
闕
入
見
、〈
中
略
〉、
至
則
拜
門
下
侍
郎
、
公
力
辭
、〈
中
略
〉、
公
不
敢
復
辭
」
に
先
行

し
て
、『
司
馬
公
集
』
卷
四
六
「
乞
開
言
路
箚
子
」
同
卷
四
七
「
乞
開
言
路
狀
」「
乞
改
求
諫
詔
書
箚

）
8
（子
」
の
節
略
を
引
き
、
次
い
で
「
a
公
方
草
具
所
當
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

行
者
、
而
太
皇
太
后
已
有
旨

4

4

4

4

4

4

4

4

、
散
遣
修
城
役
夫
、
寛
保
馬
限
。
皆
從
中
出
、
大
臣
不
與
。
b
公
上
疏
謝
、
當
今
急
務
、
陛
下
略
已
行
之
矣

4

4

4

4

4

4

4

、
小
臣
稽
慢

4

4

4

4

、

罪
當
萬
死

4

4

4

4

〔
a
b
、
傍
點
引
用
者
〕」
と
い
う
。「
皆
從
中
出
、
大
臣
不
與
」
の
前
後
a
b
は
い
ず
れ
も
、
該
「
疏
」
前
段
の
引
用
で
あ
る
。「
疏
」
に
は

a’
「
旣
而
聞
有
旨
罷
修
城
役
夫
、〈
中
略
〉。
及
歸
西
京
之
後
、
繼
聞
〈
中
略
〉、
又
寛
保
馬
年
限
」
b’
「
凡
臣
所
欲
言
者
、
陛
下
略
已
行
之
、
臣
稽
慢
之
罪
、

實
負
萬
死
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
公
不
敢
復
辭
」
以
後
に
「
疏
」
後
段
、「
公
慨
然
爭
之
曰
、〈
中
略
〉。
昔
漢
文
帝
云
云
」
を
「
行
狀
」
は
引
く
。「
行

狀
」
の
該
「
疏
」
引
用
は
三
分
さ
れ
て
い
る
。

　

五
月
戊
午
條
③
に
「
疏
」
前
段
を
引
用
す
る
、
乾
學
等
E
の
錯
誤
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
揚
仲
良
『
資
治
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
│
以
下
紀
事
本
末
│
』

で
あ
ろ
う
。
同
書
卷
九
三
「
求
直
言
」
五
月
戊
午
條
は
、「
資
政
殿
學
士
通
議
大
夫
司
馬
光
爲
門
下
侍
郎
。
初
光
以
知
陳
州
過
闕
、
未
入
對
、
上
疏
曰
」

と
し
て
、
光
の
「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」
を
引
く
。
E
戊
午
條
②
は
、
そ
の
節
略
で
あ
り
、
戊
午
條
に
お
け
る
、
直
接
「
行
狀
」
に
採
っ
た
部
分
、「
行
狀
」

に
起
源
し
『
宋
史
』
光
傳
を
經
て
明
人
四
書
（
A
B
C
D
）
に
繼
承
さ
れ
た
部
分
と
、『
紀
事
本
末
』
に
由
來
す
る
そ
れ
と
の
混
在
が
、
判
明
す
る
。『
紀

事
本
末
』
に
據
れ
ば
こ
そ
乾
學
等
は
、「
乞
改
求
諌
詔
書
箚
子
」
を
光
の
知
陳
州
、
過
闕
以
前
に
置
く
、「
行
狀
」
の
不
適
切
を
是
正
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

E
戊
午
條
④
は
『
司
馬
公
集
』
と
と
も
に
『
紀
事
本
末
』
も
參
照
し
た
で
あ
ろ
う
。
同
書
卷
九
四
「
變
新
法
」
同
年
同
月
同
日
條
に
、「
資
政
殿
學
士
通

議
大
夫
司
馬
光
爲
門
下
侍
郎
、
a
光
以
箚
子
辭
免
、
乞
對
訖
赴
陳
州
、
b
幷
請
更
張
新
法
曰
、〈
中
略
〉。
c
于
是
太
皇
太
后
、
遣
中
使
梁
惟
簡
賜
手
詔
諭

令
供
職
曰
、〈
中
略
〉、
卿
又
何
辭
。
再
降
詔
開
言
路
、
須
卿
供
職
施
行
。
光
乃
受
命
〔
a
b
c
は
引
用
者
附
加
〕」
と
み
え
る
。「
變
新
法
」
c
は
E
戊
午

條
④
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
E
戊
午
條
③
も
「
變
新
法
」
b
に
據
っ
た
と
み
な
し
て
、誤
り
有
る
ま
い
。
乾
學
等
は
恐
ら
く
「
變
新
法
」
b
「
請
更
張
新
法
」

に
據
り
、
そ
の
戊
午
條
④
「
請
釐
革
新
法
」
以
下
に
、「
疏
」
前
段
を
引
い
た
。
乾
學
等
の
錯
誤
は
こ
こ
に
存
す
る
。
b
「
請
更
張
新
法
」
に
は
、「
臣
曾

上
言
、
教
閲
保
甲
、
公
私
勞
費
而
無
所
用
之
、
歛
免
役
錢
、
寛
富
而
困
貧
、
以
養
浮
浪
之
人
、〈
中
略
〉、
將
官
、
專
制
軍
政
、
州
縣
無
權
、
無
以
備
倉
卒

云
云
」
と
み
え
る
。
過
去

│
「
曾
」、
光
「
箚
子
」
で
は
「
曏
曾
」

│
の
上
言
と
は
、「
疏
」
お
よ
び
「
乞
罷
保
甲
狀
」
以
下
三
「
狀
」
以
外
で
は
あ

る
ま
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
疏
」
と
「
請
更
張
新
法
」
は
同
一
で
は
あ
り
得
な
い
。
乾
學
等
は
兩
者
を
混
同
し
た
。

　
『
司
馬
公
集
』
卷
四
七
に
は
、「
請
更
張
新
法
箚
子
」「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」「
辭
門
下
侍
郎
第
一
箚
子
」「
第
二
箚
子
」
が
有
る
。『
紀
事
本
末
』「
變

新
法
」
a
に
お
け
る
「
箚
子
」
は
、「
伏
望
聖
慈
特
寢
新
命
、
聽
臣
赴
陳
州
本
任
云
云
」
と
い
う
、「
第
一
箚
子
」
で
あ
ろ
う
。
該
「
箚
子
」
か
ら
す
れ
ば
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光
は
、
五
月
二
十
七
日
段
階
で
就
任
を
受
諾
し
て
は
い
な
い
。「
第
二
箚
子
」
自
注
に
は
、「
又
未
上
聞
、
中
使
梁
惟
簡
賜
手
詔
令
受
、
傳
宣
『
再
降
詔
開

言
路
、
俟
卿
供
職
施
行
』
遂
止
不

）
9
（上

」
と
あ
る
。
高
氏
が
、
宦
者
に
口
頭
で
傳
え
さ
せ
た
「
宣
」
に
お
い
て
、
光
の
主
張
「
開
言
路
」
を
光
就
任
後
施
行

す
る
と
確
約
し
た
た
め
、
該
「
箚
子
」
は
「
不
上
」
に
お
わ
っ

）
10
（た

。「
不
上
」
と
は
就
任
受
諾
と
同
義
で
あ
ろ
う
。「
第
二
箚
子
」
に
は
、「
言
路
不
通
新

法
患
爲
る
は
當
今
の
切
務
な
る
を
以
て
、
遂
く
て
今
早
に
於
て
一
箚
子
を
入
れ
恩
命
を
辭
免
し
、
準
備
す
る
所
の
上
殿
箚
子
二
道
を
幷
せ
通
進
司
に
於
て

投
下
す
る
に
及
び
て
は
、未
だ
聖
意
臣
が
前
後
所
言
を
以
て
果
た
し
て
如
何
と
爲
す
や
を
審
ら
か
に
せ
ず
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
み
え
る
。「
一
箚
子
」

は
「
辭
門
下
侍
郎
第
一
箚
子
」、上
殿
奏
事
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
た
「
箚
子
二
道
」
の
う
ち
一
道
は
、「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」
を
謂
う
で
あ
ろ
う
。『
司

馬
公
集
』
同
卷
所
收
の
高
氏
手
詔

│
お
よ
び
傳
宣

│
に
、「
早
來
所
奏
、
備
悉
卿
意
、
再
降
詔
開
言
路
云
云
」
と
み
え
る
。「
一
箚
子
」「
箚
子
二
道
」

上
奏
と
同
日
中
に
、「
開
言
路
」
を
確
約
す
る
高
氏
の
回
答
が
、
有
っ
た
如
く
で
あ
る
。「
第
二
箚
子
」
冒
頭
に
は
、
二
十
八
日
御
藥
（
宦
官
）
呉
靖
方
が

派
遣
さ
れ
、
門
下
侍
郎
告
身
の
受
理
を
光
に
促
し
た
と
い
う
。
こ
れ
の
辭
退
を
表
明
し
た
「
第
一
箚
子
」
は
「
箚
子
二
道
」
と
と
も
に
、
卽
日
上
奏
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
二
十
八
日
は
雙
日
で
あ
り
、高
氏
が
延
和
殿
に
垂
簾
し
臣
僚
が
、上
殿
奏
事
す
る
日
で
も
あ
る
。「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」
が
「
言
路
不
通
」

を
論
じ
た
と
す
れ
ば
、「
新
法
爲
患
」
を
論
じ
た
そ
れ
は
「
請
更
張
新
法
箚
子
」
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
五
月
二
十
八
日
上
奏
に
係
る
「
請
更
張
新
法
箚
子
」

は
、
四
月
に
上
奏
さ
れ
た
「
疏
」
と
、
決
し
て
同
一
で
は
あ
り
得
な
い
。

　
「
請
更
張
新
法
箚
子
」
と
「
疏
」
と
は
、
そ
の
内
容
が
共
通
す
る
。
兩
者
と
と
も
に
、
保
甲
・
免
役
錢
・
將
官
の
廢
止
を
當
今
の
急
務
と
す
る
。「
請
更

張
新
法
箚
子
」
も
「
疏
」
と
同
じ
く
、
そ
の
末
尾
に
「
況
太
皇
太
后
陛
下
、
同
斷
國
事
、
捨
非
而
取
是
、
去
害
而
就
利
、
於
體
甚
順
、
何
爲
而
不
可
」
と

い
い
、「
母
」
高
氏
に
よ
る
新
法
の
廢
止
を

│
用
字
は
相
異
す
る
が

│
正
當
化
し
て
い
る
。
後
發
の
「
箚
子
」
が
先
行
す
る
「
疏
」
の
、
光
自
身
の

要
約
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
乾
學
等
E
戊
午
條
③
に
「
二
箚
並
進
」
と
い
う
か
ら
、乾
學
等
は
、「
上
殿
箚
子
二
道
」
と
い
う
『
司
馬
公
集
』「
第

二
箚
子
」
を
參
照
し
て
い
た
。
だ
が
同
じ
『
司
馬
公
集
』
に
據
っ
て
、「
請
更
張
新
法
箚
子
」
と
「
疏
」
と
の
異
同
を
確
認
す
る
、最
も
基
本
的
作
業
を
怠
っ

た
。

　

乾
學
等
E
戊
午
條
に
「
編
年
」
書
と
し
て
不
適
切
な
、
⑤
⑥

│
「
疏
」
後
段

│
が
遺
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
正
史
光
傳
に
由
來
し
明
人
四
書
も
、

光
の
門
下
侍
郎
發
令
と
一
括
し
て
⑤
⑥
に
相
當
す
る
記
事
を
、
五
月
に
繋
け
た
故
で
あ
ろ
う
。
特
に
⑥
に
お
い
て
乾
學
等
は
、
光
傳
か
ら
さ
ら
に
「
行
狀
」
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
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に
遡
及
し
て
い
る
。
翌
年
閏
二
月
庚
寅
の
光
の
首
相
發
令
の
場
合
に
も
、
乾
學
等
は
「
行
狀
」
に
據
っ
て
い
る
。「
母
」
高
氏
に
よ
る
新
法
改
廢
の
正
當

化
を
、
門
下
侍
郎
發
令
と
不
可
分
で
あ
り
か
つ
、
首
相
發
令
と
同
樣
に
重
要
と
み
な
し
た
故
に
、
光
傳
よ
り
以
上
の
詳
細
を
期
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
⑤
⑥
に
は
『
宋
史
』
お
よ
び
明
人
四
書
の
、
乾
學
等
に
對
す
る
拘
束
力
を
想
定
し
得
る
。
E
戊
午
條
②
③
④
は
、『
紀
事
本
末
』「
求
直
言
」
と

「
變
新
法
」
を
繼
承
し
よ
う
と
し
た
。『
宋
史
』
光
傳
お
よ
び
明
人
四
書
と
、『
紀
事
本
末
』
と
の
折
衷
が
試
み
ら
れ
た
が
、③
「
請
釐
革
新
法
曰
」
以
下
に
、

「
疏
」
前
段
を
引
く
錯
誤
を
犯
し
、
破
綻
を
露
呈
す
る
に
至
っ
た
。
錯
誤
を
然
ら
し
め
た
の
は
、
乾
學
等
に
お
け
る
『
司
馬
公
集
』
檢
詳
の
不
備
で
は
あ

る
が
、「
行
狀
」
を
あ
る
い
は
そ
の
副
次
的
原
因
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。「
行
狀
」
が
⑥
「
公
慨
然
爭
之
曰
」
以
下
以
外
に
も
、
光
の
知
陳
州
發
令
以

前
に
、
恰
か
も
別
個
の
上
奏
の
如
く
「
疏
」
の
一
部

│
後
段

│
を
引
く
か
ら
で
あ
る
。
E
戊
午
條
③
に
お
け
る
錯
誤
は
一
面
で
は
、
か
か
る
「
行
狀
」

の
「
疏
」
引
用
が
、
誘
発
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
「
紀
傳
體
」
史
料

│
「
行
狀
」

│
の
「
編
年
」
書
に
お
け
る
再
構
成
が
、
疎
そ
か
で
あ
る
と
は
、

指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　

乾
學
等
の
疎
略
は
覆
い
難
い
が
、
畢
沅
は
よ
り
以
上
の
責
を
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
F
卷
七
八
元
豐
八
年
五
月
戊
午
條
は
例
の
如
く
、
乾
學
等
E
當
該

條
の
轉
寫
に
過
ぎ
な
い
。『
長
編
』
同
月
同
日
條
は
光
の
門
下
侍
郎
發
令
に
續
け
て
、「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」「
請
更
張
新
法
箚
子
」
全
文
を
引
く
。
畢

沅
が
こ
れ
に
據
れ
ば
、
乾
學
等
の
誤
謬
は
是
正
さ
れ
得
た
（『
長
編
』
卷
三
五
六
／
一
一
〜
一
三
）。

Ⅱ
、『
紀
事
本
末
』「
差
役
」

　

別
稿
で
は
陳
桱
A
卷
一
〇
元
祐
元
年
閏
二
月
「
詔
詳
定
役
法
」
條
「
分
註
」、
同
月
「
章
惇
免
」
條
「
分
註
」、
三
月
「
罷
免
役
錢
復
差
役
法
」
條
「
分

註
」
に
お
け
る
、
光
お
よ
び
そ
の
差
役
法
復
活
に
關
わ
る
記
事
を
①
〜
⑭
に
分
け
、
後
續
す
る
明
人
三
書
（
B
C
D
）
に
そ
れ
ら
が
、
如
何
に
繼
承
さ
れ

た
か
を
檢
討
し
た
。
①
〜
⑦
は
、
陳
桱
が
光
の
正
月
二
十
二
日
「
乞
罷
免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」
の
、
引
用
以
前
に
配
し
た
記
事
、
⑧
〜
⑭
は
該
「
箚
子
」

引
用
以
後
に
配
し
た
そ
れ
で
あ
る
。
乾
學
等
E
に
お
け
る
A
①
〜
⑦
の
繼
承
は
、
ほ
ぼ
認
め
得
な
い
。
②
は
「
疏
」
の
各
論
と
い
う
べ
き
三
「
狀
」
の
ひ

と
つ
、「
乞
罷
免
役
狀
」
で
あ
る
が
、
乾
學
等
は
總
論
で
あ
る
「
疏
」
を

│
誤
っ
て

│
元
豐
八
年
五
月
戊
午
に
繋
け
、
繼
承
に
代
え
た
と
も
い
え
る
。
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光
正
月
「
箚
子
」
に
續
く
⑧
は
、
光
の
「
乞
堅
守
罷
役
錢
敕
不
改
更
箚
子
」
で
あ
る
。『
宋
史
』
卷
一
七
七
役
法
上
は
兩
箚
子
を
混
同
し
、
後
者
の
末

尾
を
前
者
の
引
用
に
直
結
さ
せ
、
陳
桱
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。
役
法
上
と
陳
桱
の
錯
誤
は
す
で
に
、
商
輅
B
が
修
正
し
て
い
る
。
A
⑧
「
箚
子
」
を
乾
學

等
は
抄
録
す
る
。
た
だ
し
元
年
二
月
甲
戌
（
十
五
日
）
條
に
お
い
て
で
あ
る
。『
紀
事
本
末
』
卷
一
〇
八
「
差
役
」
は
こ
れ
を
同
月
丙
子
（
十
七
日
）
條

に
繋
け
る
。
畢
沅
F
も
E
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
が
、た
だ
こ
の
場
合
は
所
引
「
箚
子
」
冒
頭
に
「
丙
子
」
を
、補
っ
て
い
る
。
乾
學
等
は
本
来
有
る
べ
き
「
丙

子
」
二
字
を
脱
落
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
乾
學
等
E
に
お
け
る
日
付
（
干
支
）
の
脱
落
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
頻
出
す
る
。
陳
桱
A
⑨
以
降
と
對
應
す
る

乾
學
等
E
の
記
事
の
、
月
日
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。〈　

〉
内
は
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」、
ま
た
は
同
卷
九
七
「
逐
小
人
上
」
に
、
對
應
記
事
が

有
る
場
合
の
月
日
で
あ
る
。

　

⑨
章
惇
駁
奏
、
ⓐ
E
卷
八
七
二
月
甲
戌
、〈「
差
役
」
同
月
丁
亥
（
二
十
八
日
）〉
⑩
詳
定
役
法
所
設
置
、
ⓑ
同
二
日
甲
戊
、〈「
差
役
」
同
月
丁
亥
〉
⑪

蘇
軾
の
光
批
判
ⓒ
同
二
月
辛
巳
（
二
十
二
日
）、〈
×
〉
⑫
知
開
封
府
蔡
京
の
光
へ
の
報
告
、
ⓓ
同
二
月
辛
未
（
十
二
日
）、〈「
差
役
」
同
月
丁
亥
〉
⑬
章

惇
罷
免
、
ⓔ
同
閏
二
月
辛
亥
（
二
十
三
日
）、〈「
逐
小
人
上
」
同
月
同
日
〉
⑭
（
ⅰ
）
役
人
見
額
維
持
、
衙
前
以
外
は
定
差
、
罷
官
戸
等
助
役
錢
、
ⓕ
同

三
月
庚
辰
（
三
日
）、〈「
差
役
」
同
月
己
未
（
二

）
11
（日
）〉（
ⅱ
）
范
純
仁
の
光
批
判
、
ⓖ
同
二
月
辛
巳
、〈「
差
役
」
同
月
丁
亥
〉

　

乾
學
等
E
ⓕ
に
は
、
陳
桱
A
以
下
明
人
の
四
書
と
、『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
の
「
三
月
己
未
、
詳
定
役
法
所
言
、
乞
下
諸
路
a
除
衙
前
外
諸
色
役
人
、

只
依
見
用
人
數
定
差
b
今
年
夏
料
納
〔
役
？
〕
錢
住
罷
、
更
不
起
催
c
官
戸
・
僧
道
・
單
丁
・
女
戸
出
錢
助
役
指
揮
勿
行
。
從
之
〔
a
b
c
は
引
用
者
〕」

と
兩
者
の
、影
響
を
見
出
し
得
る
。
ま
ず
a
c
は
E
三
月
庚
申
條
と
字
字
句
句
一
致
す
る
。『
宋
史
』役
法
上
に
據
る
陳
桱
A
以
下
明
人
の
a
相
當
部
分
は
、

坊
場
河
渡
錢
を
用
い
た
衙
前
の
雇
募
、
不
足
の
場
合
の
定
差
に
も
言
及
し
、
こ
れ
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
陳
桱
は
役
法
上
に
お
け
る
「
遂
罷
官
戸
〈
中
略
〉

女
戸
出
助
役
法
」
の
、「
出
助
役
法
」
を
脱
落
さ
せ
、
商
輅
以
下
三
者
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。
役
法
上
自
體
「
錢
」
字
を
缺
落
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
乾
學

等
は
「
差
役
」
に
據
っ
て
こ
れ
を
補
正
し
た
。
一
方
A
以
下
明
人
四
書
は
役
法
上
の
「
其
今
夏
役
錢
卽
免
輸
」、「
差
役
」
b
相
當
部
分
を
一
貫
し
て
缺
落

さ
せ
て
い
る
。「
今
夏
役
錢
」
は
兩
税
法
に
お
け
る
夏
税
と
と
も
に
徴
收
す
る
べ
き
役
錢
で
あ
ろ
う
。
光
正
月
「
箚
子
」
が
二
月
六
日
「
得
旨
」
し
、
免

役
錢
廢
止
が
決
定
し
た
。
こ
れ
を
實
施
す
べ
く
ま
ず
爾
後
の
夏
期
役
錢
の
廢
止
が
、
建
議
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
乾
學
等
E
ⓕ
に
も
明
人
四
書
同
樣
、「
差

役
」
b
相
當
部
分
が
無
い
。
別
稿
に
は
、
A
三
月
に
、「
罷
免
役
錢
復
差
役
法
」
を
立
て
る
以
上
、
陳
桱
は
、
な
ん
ら
か
の
貨
幣
徴
収
廢
止
を
以
て
差
役
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

法
復
活
の
證
據
と
み
な
し
た
、「
出
助
役
法
」
を
脱
落
は
さ
せ
た
が
、
助
役
錢
の
廢
止
を
免
役
錢
の
そ
れ
と
み
な
し
た
と
い
う
、
想
定
を
示
し
た
。
E
ⓕ

は
「
差
役
」
c
相
當
部
分
に
續
き
、『
紀
事
本
末
』
に
は
無
い
記
事
を
附
加
す
る
。「
王
安
石
聞
朝
廷
變
其
法
、
夷
然
不
以
爲
意
、
及
聞
罷
助
役
復
差
役

4

4

4

4

4

4

4

4

、

愕
然
失
聲
曰
、
亦
罷
至
此
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
出
處
は
『
三
朝
名
臣
言
行
録
』
卷
六
丞
相
荊
國
王
文
公
の
一
條
で
あ
ろ
う
。『
巵

史
』
に
據
る
と
い
う
當
該
條
は
、
殆
ど
ⓕ
と
一
致
す
る
が
た
だ
、
ⓕ
傍
點
部
分
に
對
應
す
る
の
は
、「
及
聞
罷
役
法
」
で
あ
る
。
旣
に
「
差
役
」
b
「
夏

納
役
錢
」
を
採
ら
な
い
ば
か
り
か
、『
巵
史
』
の
「
役
法
」
を
「
助
役
」
に
改
め
て
い
る
の
は
、
安
石
役
法
（
免
役
錢
）
の
廢
止
と
助
役
錢
の
そ
れ
と
を

同
義
と
す
る
理
解

│
誤
解

│
延
い
て
は
三
月
に
始
め
て
、
差
役
法
が
復
活
し
た
と
す
る
誤
解
を
、
陳
桱
と
共
有
し
た
故
で
は
な
い
か
。
乾
學
等
E
は

明
人
四
書
と
異
な
り
、
光
正
月
「
箚
子
」
と
そ
の
「
得
旨
」
を
、「
差
役
」
と
同
じ
く
二
月
六
日
に
繋
け
る
が
、「
得
旨
」
の
意
味

│
差
役
法
復
活

│

が
正
し
く
理
解
さ
れ
た
の
か
、
疑
問
を
遺
す
。
明
人
四
書
に
お
け
る
『
宋
史
』
役
法
上
「
出
〔
錢
〕
助
役
法
」
四
字
の
脱
落
を
、『
紀
事
本
末
』「
差
役
」

c
を
以
て
補
正
し
た
點
は
評
價
し
得
て
も
、
宋
代
役
法
に
對
す
る
理
解
不
足
に
つ
い
て
は
、
E
は
明
人
を
繼
承
し
て
い
る
。
畢
沅
F
も
『
長
編
』
三
月
庚

辰
條
を
以
て
、
E
に
お
け
る
「
差
役
」
b
缺
落
を
知
り
得
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
例
の
加
く
E
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

乾
學
等
E
二
月
の
諸
記
事
（
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ
）
と
、
こ
れ
に
對
應
す
る
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
の
そ
れ
と
の
日
付
に
は
、
不
一
致
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
後
者
の
そ
れ
は
な
べ
て
丁
亥
で
も
あ
る
。「
差
役
」
丁
亥
條
の
内
容
は
概
略
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
①
（
ⅰ
）
惇
の
光
役
法
（
正
月
二
十
二
日
「
乞
罷

免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」、
二
月
十
七
日
「
乞
堅
守
罷
役
錢
敕
不
更
改
箚
子
」）
駁
奏
。（
ⅱ
）「
惇
又
嘗
與
同
列
爭
曰
、
保
甲
保
馬
一
日
不
罷
則
有
一
日
害
、

如
役
法
、
熙
寧
初
以
雇
代
差
、
行
之
太
速
、
故
有
今
弊
、
今
復
以
差
代
雇
、
當
詳
議
熟
講
、
庶
幾
可
行
、
而
限
止
五
日
、
其
弊
將
益
甚
矣
」。
②
御
史
中

丞
劉
摯
上
奏
二
件
、
節
略
。
③
左
〔
右
？
〕
司
諫
蘇
轍
上
奏
二
件
、
節
略
。
④
知
開
封
府
蔡
京
、「
東
府
」
で
光
に
報
告
、
⑤
呂
公
著
の
詳
定
役
法
建
議

と
詳
定
役
法
所
設
置
の
詔
。
⑥
光
上
奏
（『
司
馬
公
集
』
卷
五
一
「
乞
申
敕
州
縣
依
前
敕
差
役
箚
子
」）
節
略
。
⑦
范
純
仁
の
光
批
判
。
⑧
中
書
舍
人
范
百

祿
の
、
光
ヘ
の
助
言
。「
差
役
」
丁
亥
條
は
、
右
正
言
王
覿
上
奏
を
缺
く
點
、
惇
以
下
の
上
奏
が
節
略
で
あ
る
點
を
除
き
當
然
な
が
ら
、『
長
編
』
同
日
條

と
一
致
す
る
。「
差
役
」
丁
亥
に
は
李
燾
の
役
法
記
事
に
お
け
る
編
纂
方
針
を
、窺
い
得
る
。
李
燾
は
、詳
定
役
法
所
設
置
詔
を
閏
二
月
二
日
と
す
る
『（
新
）

哲
宗
實
録
』、
二
月
二
十
九
日
と
す
る
『（
舊
）
哲
宗
實
録
』
の
い
ず
れ
を
も
排
し
、『
司
馬
公
集
』
卷
五
一
「
三
〔
二
〕
月
二
十
八
日
内
降
」
を
根
據
に

二
十
八
日
を
是
と
す
る
考
證
を
、
展
開
す
る
。
あ
る
い
は
閏
二
月
二
日
と
す
る
『
新
録
』
を
、「
似
太
疎
略
也
」
と
さ
え
い
う
。
か
か
る
執
著
か
ら
す
れ
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ば
『
長
編
』
丁
亥
條
に
お
け
る
李
燾
の
中
心
課
題
は
、
詳
定
役
法
所
の
設
置
、
延
い
て
は
こ
れ
を
必
要
と
し
た
光
役
法
（
正
月
「
箚
子
」）
に
お
け
る
、

不
備
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
光
役
法
に
不
備
有
れ
ば
こ
そ
章
惇
は
こ
れ
を
駁
奏
し
、
駁
奏
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
公
著
は
、
不
備
を
彌
縫
し
微
修
正
す
べ
く
詳
定

役
法
を
、建
議
し
た
。
詳
定
所
設
置
に
至
る
經
緯
が
こ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
惇
駁
奏
も

│
『
長
編
』
お
よ
び
「
差
役
」
が
冒
頭
に
「
先
是
」

と
す
る
よ
う
に

│
必
ず
し
も
丁
亥
の
上
奏
で
は
な
い
。
詳
定
所
設
置
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
丁
亥
條
に
諸
多
の
記
事
を
集
中
す
る
必
要

が
、
李
燾
に
は
有
っ
た
（『
長
編
』
卷
三
六
七
／
三
〜
二

）
12
（〇

）。

　
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
と
内
容
的
に
は
對
應
し
な
が
ら
、
日
付
が
一
致
し
な
い
乾
學
等
E
の
記
事
の
う
ち
、
E
ⓓ
蔡
京
關
係
記
事
に
つ
い

て
は
、「
差
役
」
の
如
く
丁
亥
で
は
な
く
辛
未
（
十
二
日
）
に
繫
け
た
必
然
性
を
、想
定
し
得
る
。
光
正
月
二
十
二
日
「
箚
子
」
は
、翌
月
六
日
に
「
得
旨
」

し
同
七
日
に
行
下
さ
れ
た
。「
箚
子
」
に
は
「
卽
仰
限
敕
到
五
日
内
」
の
句
が
有
る
。
所
謂
「
五
日
」
が
差
役
法
に
關
わ
る
期
限
で
あ
る
な
ら
ば
、
十
二

日
が
期
限
滿
了
の
翌
日
で
あ
る
。
京
は
開
封
・
祥
符
兩
縣
役
法
の
差
役
へ
の
回
歸
を
「
五
日
の
限
を
用
い
」
完
了
し
た
と
、
光
に
報
告
し
そ
の
賞
贊
を
得

た
と
い
う
。「
五
日
」
が
、
こ
の
逸
話
を
十
二
日
に
繋
け
さ
せ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
他
の
不
一
致
を
然
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は

干
支
の
脱
落
で
あ
る
。
み
た
よ
う
に
乾
學
等
は
、
光
の
「
乞
堅
守
罷
役
錢
敕
不
更
改
箚
子
」
抄
録
に
際
し
、
本
來
有
る
べ
き
冒
頭
の
干
支
を
脱
洛
さ
せ
畢

沅
が
、「
丙
子
」
を
補
っ
て
い
る
。
旣
に
「
丙
子
」
の
脱
落
が
有
る
以
上
「
丁
亥
」
の
そ
れ
も
、
有
り
得
る
。
本
來
乾
學
等
E
は
必
ず
し
も
決
定
稿
で
は

な
か
っ
た
。『
四
庫
全
書
叢
目
提
要
』
卷
一
〇
史
部
・
編
年
『
資
冶
通
鑑
後
編
』
に
い
う
。「
今
原
稾
僅
ど
存
し
惟
だ
第
十
一
卷
を
闕
く
、
書
中
塗
乙
刪
改

の
處
多
く
、
猶
お
〔
閻
〕
若
璩
の
手
蹟
の
ご
と
し
と
相
傳
せ
ら
る
」
抹
消
（
塗
）
前
後
入
替
（
乙
）
書
替
（
刪
改
）
が
、
隨
處
に
遺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
干
支
脱
落
も
生
じ
易
い
。

　

乾
學
等
E
二
月
甲
戌
（
丙
子
）
條
以
後
に
は
、「
差
役
」
丁
亥
條
①
〜
⑧
の
う
ち
、
②
③
⑥
⑧
に
相
當
す
る
記
事
は
無
い
。
⑧
を
E
は
正
月
丙
辰
條
に

す
で
に
採
録
し
て
い
る
。「
差
役
」
丁
亥
條
①
は
E
ⓐ
、
④
は
E
ⓓ
、
⑤
は
E
ⓑ
、
⑦
は
E
ⓖ
に
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る
。
E
ⓒ
軾
の
光
批
判
に
對
應
す
る

記
事
は
、「
差
役
」
丁
亥
條
に
は
無
い
。
E
が
二
月
辛
未
に
繋
け
た
ⓓ
、
閏
二
月
辛
亥
ⓔ
、
三
月
庚
申
ⓕ
を
除
き
、
他
の
四
項
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓖ
は
E
二
月
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
る
。

　

甲
戌
（
丙
子
）
光
「
箚
子
」
抄
録
・
ⓐ
・
ⓑ

│
庚
辰
（
二
十
一
日
）

│
辛
巳
（
二
十
二
日
）
ⓒ
・
ⓖ
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ⓐ
ⓑ
を
二
月
甲
戊
、ⓒ
ⓓ
を
同
月
辛
巳
と
し
た
の
は
、か
か
る
配
列
の
故
で
あ
る
。
E
二
月
に
は
丁
亥
（
二
十
八
日
）
條
は
無
い
。
畢
沅
が
補
っ
た
「
丙

子
」
脱
落
に
鑑
み
「
丁
亥
」
の
脱
落
を
も
想
定
す
れ
ば
、
配
列
は
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　
「
丙
子
」
光
箚
子
抄
録

│
丁
亥
ⓐ
・
ⓑ

│
庚
辰

│
辛
巳

│
「
丁
亥
」
ⓒ
・
ⓖ

　

E
庚
辰
以
下
に
は
、「
庚
辰
、
夏
國
遣
使
來
貢
、
辛
巳
、
寶
文
閣
待
制
・
刑
部
侍
郎
蹇
周
輔
、
坐
變
湖
南
鹽
法
、
抑
勒
騷
擾
、
落
職
知
和
州
。
ⓒ
蘇
軾

言
於
司
馬
光
云
云
〔
ⓒ
は
引
用
者
〕」
と
あ
る
。『
宋
史
』
哲
宗
本
紀
元
年
二
月
の
末
に
は
、「
庚
辰
、
夏
人
入
貢
、
辛
巳
、
刑
部
侍
郎
蹇
周
輔
、
坐
變
鹽

法
落
職
」
と
み
え
る
。
少
な
く
と
も
元
年
二
月
に
つ
い
て
は
、
E
は
本
紀
の
記
事
を
す
べ
て
採
録
し
て
い
る
。
こ
れ
が
編
集
に
お
け
る
甚
本
方
針
で
あ
っ

た
と
、
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
E
は
「
三
月
辛
未
、
詔
毋
以
堂
差
衝
在
選
已
注
官
云
云
」
と
す
る
。
以
下
E
三
月
は
殆
ど
本
紀
の
轉
寫
に
過
ぎ
な
い
。
そ

の
結
果
辛
未
（
十
四
日
）
以
前
の
、
己
未
（
二
日
）・
庚
申
（
三
日
）

│
先
出
ⓕ
を
含
む

│
、「
庚
午
（
脱
落
）」（
十
三
日
）
の
諸
記
事
は
、
三
月
の

記
事
で
あ
り
な
が
ら
恰
か
も
、
前
月
閏
二
月
の
そ
れ
で
あ
る
か
の
如
く
に
、
誤
解
を
誘

）
13
（う

。
本
紀
を
偏
重
せ
ぬ
限
り
有
り
得
ぬ
、
疎
略
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

恐
ら
く
は
乾
學
等
は
そ
の
草
稿
に
お
い
て
、「
丙
子
」「
丁
亥
」
を
脱
落
さ
せ
た
ま
ま
、
光
「
箚
子
」
抄
録
に
ⓐ
ⓑ
を
續
け
た
。
そ
の
段
階
で
本
紀
か
ら
採

録
す
べ
き
庚
辰
・
辛
巳
兩
條
の
遺
漏
を
發
見
し
、
忽
卒
の
間
に
、
ⓐ
ⓑ
に
こ
れ
を
續
け
、
さ
ら
に
辛
巳
蹇
周
輔
落
職
記
事
の
後
に
、
ⓒ
ⓖ
を
追
書
し
た
。

經
緯
は
こ
の
よ
う
に
想
定
で
き
る
。
二
月
辛
巳
に
例
え
ば
ⓒ
軾
の
光
批
判
の
よ
う
な
、
役
法
關
係
記
事
を
繫
け
る
べ
き
、
然
る
べ
き
根
據
は
見
出
し
得
な

い
。『
長
編
』
二
月
辛
巳
條
に
も
、役
法
關
係
記
事
は
無
い
。
想
定
の
如
く
で
あ
れ
ば
、本
來
E
二
月
に
お
け
る
配
列
は
以
下
の
如
く
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。

　
「
丙
子
」
光
「
箚
子
」
抄
録

│
庚
辰
、
夏
國
遣
使

│
辛
巳
、
周
輔
落
職

│
「
丁
亥
」
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓖ

　

記
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
暫
く
措
き
、
そ
の
日
付
に
つ
い
て
は
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
が
、
一
定
の
影
響
を
與
え
た
で
あ
ろ
う
。
畢
沅
は
本
來
有
る

べ
き
「
三
月
」
二
字
を
己
未
（
二
日
）
の
前
に
補
い
、
乾
學
等
の
疎
略
を
修
正
し
て
は
い
る
。
だ
が
E
二
月
の
諸
記
事
に
つ
い
て
は
、
光
「
箚
子
」
の
前

に
丙
子
を
補
っ
た
ほ
か
は
、
日
付
に
お
け
る
乾
學
等
の
混
亂
を
放
置
し
、
踏
襲
し
て
い
る
。

　
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
①
〜
⑧
と
對
應
す
る
記
事
が
、
E
ⓐ
〜
ⓖ
に
有
り
、
し
か
も
内
容
に
相
違
が
有
る
事
例
は
と
り
あ
え
ず
、
次
の
二

點
で
あ
る
。
ま
ず
E
ⓐ
後
段
「
又
嘗
與
同
列
爭
曰
云
云
」
は
、「
差
役
」
丁
亥
①
（
ⅱ
）
と
一
致
す
る
が
、
①
（
ⅰ
）
章
惇
の
長
文
の
駁
奏
は
、
ⓐ
前
段

で
は
「
章
惇
取
光
所
奏
凡
疎
略
未
盡
者
、
枚
數
而
駁
奏
之
」
と
、
極
端
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。「
章
惇
取
光
所
奏
云
云
」
は
、
E
甲
戊
（
丙
子
）
條
の
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光
「
乞
堅
守
罷
役
錢
敕
不
更
改
箚
子
」
節
略
の
、
直
後
に
配
さ
れ
る
か
ら
、
恰
か
も
駁
奏
の
標
的

│
「
光
所
奏
」

│
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
、
光
正
月

二
十
二
日
「
箚
子
」
は
除
外
さ
れ
る
か
の
如
く
に
、
印
象
さ
れ
も
す
る
。「
差
役
」
丁
亥
⑤
に
對
應
す
る
E
ⓑ
に
は
、
公
著
の
詳
定
建
議
は
有
る
が
、
詳

定
役
法
所
設
置
の
詔
は
無
く
、
詔
は
閏
二
月
庚
寅
（
二
日
）
に
繫
け
ら
れ
る
。
差
役
法
復
活

│
詳
定
所
設
置
を
含
む

│
關
係
記
事
を
、
一
括
し
て
元

年
三
月
に
繫
け
る
、
商
輅
B
・
應
旂
C
・
宗
沐
D
を
超
え
、
閏
二
月
に
「
詔
詳
定
役
法
」
條
を
立
て
る
陳
桱
に
、
回
歸
し
た
如
く
で
は
あ
る
が
、
乾
學
等

に
み
た
本
紀
偏
重
の
姿
勢
か
ら
推
し
て
、
本
紀
に
從
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
惇
駁
奏
の
簡
略
化
は
、
明
人
四
書
以
來
一
貫
し
て
い
る
。
光
役
法

の
不
備

│
「
疎
略
未
盡
」

│
は
か
く
て
、
稀
釋
さ
れ
續
け
る
。
明
人
四
書
と
乾
學
等
E
の
相
異
も
摘
出
し
得
る
。
E
が
敢
え
て
二
月
辛
未
に
繋
け
た

ⓓ
蔡
京
記
事
は
、
京
の
光
ヘ
の
報
告
の
場
を
、
應
旂
C
・
宗
沐
D
ま
で
の
「
政
事
堂
」
で
は
な
く
、「
東
府
」
と
し
て
い
る
。「
東
府
」
ヘ
の
修
正
は
明
ら

か
に
『
紀
事
本
末
』
が
然
ら
し
め
た
。「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
は
「
知
開
封
府
蔡
京
、〈
中
略
〉、亟
詣
東
府
白
光
云
云
」
と
し
、さ
ら
に
「
此
據
邵
伯
温
『
見

聞
録
』
幷
紹
聖
三
年
十
二
月
己
未
董
敦
逸
章
。
伯
温
謂
蔡
京
詣
政
事
堂

4

4

4

、
白
司
馬
光
、
誤
也
。
或
至
東
府

4

4

耳
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
い
う
、
李
燾
注
を
引

く
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
「
東
府
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
、
乾
學
等
が
理
解
し
た
と
は
み
な
し
難
い
。

　
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
⑦
純
仁
の
光
批
判
は
、
差
役
は
ま
ず
一
州
一
路
で
試
行
せ
よ
と
い
う
純
仁
發
言
か
ら
推
し
て
、
時
期
と
し
て
は
光

正
月
「
箚
子
」
の
「
得
旨
」、
差
役
法
復
活
以
前
の
論
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
李
燾
は
こ
れ
を
光
役
法
に
お
け
る
不
備
の
傍
證
と
し
て
、
惇
駁
奏
、
詳
定

所
設
置
と
と
も
に
「
得
旨
」
以
後
、
丁
亥
（
二
十
八
日
）
に
繋
け
た
。
⑧
百
祿
の
助
言
も
そ
の
意
圖
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
乾
學
等
E
は
「
差
役
」
⑦
に
對

應
す
る
ⓖ
を
、
や
は
り
丁
亥
に
繋
け
て
は
い
る
。
た
だ
そ
の
措
辭
は
、『
紀
事
本
末
』
の
そ
れ
で
は
な
い
。
明
人
四
書
の
う
ち
例
え
ば
應
旂
C
卷
四
〇
元

年
三
月
乙
亥
條
が
、『
宋
史
』
卷
三
一
四
純
仁
傅
に
採
っ
た
、「
按
問
自
首
之
法
」
に
關
わ
る
光
へ
の
批
判
、
こ
れ
に
續
く
「
純
仁
素
與
光
同
志
、
及
臨
時

規
正
、
類
如
此
」
は
ⓖ
に
は
無
い
が
、
同
じ
く
純
仁
傳
に
由
來
す
る
「
是
使
人
不
得
言
爾
、
若
欲
媚
公
以
爲
容
悦
、
何
如
少
年
合
安
石
以
速
富
貴
哉
」
等

は
、
有
る
。「
差
役
」
⑦
で
は
、「
若
果
如
此
、
則
是
純
仁
不
若
少
年
合
介
甫
求
早
富
貴
也
云
云
」
が
、
ⓖ
「
是
使
人
云
云
」
に
對
應
し
て
い
る
。
純
仁
「
行

狀
」
に
起
源
す
る
で
あ
ろ
う
「
是
使
人
云
云
」、
同
「
言
行
録
」
に
由
來
す
る
で
あ
ろ
う
「
若
果
如
此
云
云
」
の
、
い
ず
れ
を
是
と
も
し
難
い
。
文
意
の

理
解
は
後
者
が
よ
り
容
易
で
は
あ
ろ
う
が
、
乾
學
等
は
、
應
旂
等
明
人
四
書
、
延
い
て
は
『
宋
史
』
純
仁
傳
に
從
っ
て
い
る
。「
差
役
」
に
有
る
純
仁
の
、

光
の
頑
迷
に
對
す
る
慨
嘆
の
語
「
是
亦
一
王
介
甫
」
も
、
乾
學
等
は

│
明
人
四
書
同
樣

│
ⓖ
に
採
ら
な
い
。
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『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
丁
亥
條
に
は
、
E
ⓒ
軾
の
光
批
判
に
對
應
す
る
記
事
は
無
い
。
こ
の
部
分
で
は
特
に
、
明
人
四
書
の
う
ち
應
旂
ⓒ
の
繼
承
を
、

見
出
し
得
る
。
ⓒ
は
『
宋
史
』
卷
三
三
八
軾
傳
・
陳
桱
A
・
商
輅
B
を
も
繼
承
は
す
る
が
、
商
輅
ま
で
に
は
無
く
宗
沐
C
に
も
認
め
得
な
い
、
應
旂
に
お

け
る
蘇
轍
撰
軾
「
墓
誌
銘
」
の
引
用
を
、
繼
承
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
墓
誌
銘
」
の
一
節
に
「
差
役
行
於
祖
宗
之
世
、〈
中
略
〉、
先
帝
知
其
然
、
故
爲
免
役
、

〈
中
略
〉、
行
法
者
不
循
上
意
、
於
雇
役
實
費
之
外
、
取
錢
過
多
、
民
遂
以
病
、〈
中
略
〉、
君
實
爲
人
忠
信
有
餘

4

4

4

4

4

4

、
而
才
智
不
足

4

4

4

4

、
知
免
役
之
害
、
而
不
知

其
利
、
欲
一
切
以
差
役
代
之
。
方
差
官
置
局

4

4

、
公
亦
與
其
選
、
獨
以
實
告

4

4

4

4

、
而
君
實
始
不
悦
矣
。
嘗
見
之
政
事
堂
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
あ
る
。「
置

局
」
は
詳
定
役
法
所
設
置
の
謂
で
あ
る
。
應
旂
C
は
こ
こ
か
ら
「
方
差
官
署
局
、
公
亦
與
其
選
」
を
去
り
、「
而
才
智
不
足
」
を
「
而
通
達
不
足
」、「
公
」

を
「
光
」
に
改
め
る
ほ
か
は
、
ほ
ぼ
逐
語
的
に
こ
れ
を
三
月
乙
亥
條
に
引
く
。
E
ⓒ
は
「
爲
人
忠
信
有
餘
、
而
通
達
不
足
」、
光
を
無
能
と
す
る
轍
の
酷

評
を
去
っ
て
い
る
點
で
は
、『
宋
史
』
軾
傳
に
回
歸
し
た
と
い
え
る
が
、「
軾
獨
以
實
告
」
は
依
然
遺
さ
れ
て
い
る
。「
公
獨
以
實
告
」
は
あ
く
ま
で
も
「
墓

誌
銘
」
に
お
け
る
、轍
の
軾
顯
彰
の
語
で
あ
り
、史
實
と
し
て
「
編
年
」
書
に
引
用
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。「
墓
誌
銘
」
に
據
る
な
ら
ば
む
し
ろ
、「
方

差
官
置
局
云
云
」
が
遺
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
詳
定
所
が
設
置
さ
れ
、
軾
は
そ
の
一
員
と
し
て
光
役
法
を
批
判
し
た
事
實
が
、
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
差
官
置
局
」
は
『
宋
史
』
軾
傳
に
は
有
る
が
、C
の
み
な
ら
ず
他
の
明
人
三
書
も
採
っ
て
は
い
な
い
。「
獨
以
實
告
」
は
軾
傳
に
は
無
い
。
乾
學
等
は
「
墓

誌
銘
」
の
み
な
ら
ず
『
宋
史
』
軾
傳
に
も
遡
及
せ
ず
、
專
ら
安
易
に
應
旂
C
に
採
っ
た
如
く
で
さ
え
あ
る
。
こ
こ
で
も
詳
定
役
法
所
の
意
味
は
稀
釋
さ
れ

た
（『
名
臣
碑
傳
琬
琰
集
（
中
）』
卷
二
六
「
蘇
文
忠
公
軾
墓
誌
銘
」）。

　

乾
學
等
E
に
お
け
る
應
旂
C
の
繼
承
は
、
ⓔ
閏
二
月
辛
亥
（
二
十
三
日
）
の
、
知
樞
密
院
事
章
惇
の
罷
免
記
事
に
も
窺
え
る
。
同
條
に
は
「
惇
與
蔡
確

在
位
、
窺
伺
得
失
、
惇
尤
以
謔
侮
困
光

4

4

4

4

4

4

4

、
臺
諌
交
章
疏
其
罪
惡
、
請
黜
之
、
未
報
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
み
え
る
。
惇
の
「
謔
侮
」
も
軾
「
墓
誌
銘
」
に

起
源
す
る
。「
公
舊
善
門
下
侍
郎
司
馬
君
實
及
知
樞
密
院
章
子
厚
、二
人
氷
炭
不
相
入
、子
厚
毎
以
謔
侮
困
君
實
云
云
」
と
あ
る
の
が
、そ
れ
で
あ
る
。「
謔

侮
」
さ
れ
た
光
が
軾
に
助
を
求
め
、
軾
が
惇
を
諌
め
た
結
果
光
は
、「
少
安
」
を
得
た
と
い
う
逸
話
が
續
く
。「
謔
侮
」
自
體
は
惇
の
知
樞
密
院
事
解
任
に

お
け
る
、
直
接
原
因
で
は
な
い
。
小
人
惇
に
よ
っ
て
一
方
的
に
加
害
さ
れ
た
光
が
、
軾
に
よ
っ
て
救
濟
さ
れ
た
と
い
う
言
説
を
以
て
「
墓
誌
銘
」
は
、
軾

の
光
に
對
す
る
優
位
を
宣
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
紀
事
本
末
』「
逐
小
人
上
」
閏
二
月
辛
亥
條
章
惇
罷
免
記
事
に
は
、「
謔
侮
云
云
」
は
無
い
。
應
旂
C

同
月
同
日
條
に
は
、
有
る
。
應
旂
は
同
條
に
お
い
て
惇
解
任
に
先
行
し
、
軾
「
墓
誌
銘
」「
謔
侮
」
逸
話
を
逐
語
的
に
詳
細
に
、
引
用
す
る
。
し
か
も
「
墓
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誌
銘
」
で
は
「
謔
侮
」
當
時
門
下
侍
郎
（
執
政
官
）
で
あ
っ
た
光
の
官
銜
を
、僕
射
（
宰
相
）
に
改
竄
し
て
で
あ
る
。
應
旂
C
に
お
け
る
「
及
光
爲
僕
射
」

は
明
ら
か
に
「
謔
侮
」
を
、
閏
二
月
二
日
光
の
首
相
發
令
以
後
の
こ
と
と
、
み
な
し
て
い
る
。
こ
こ
に
首
相
光
に
對
す
る
惇
の
「
謔
侮
」
が
、
そ
の
罷
免

の
主
要
原
因
で
あ
る
と
の
虚
構
が
、
成
立
す
る
。
乾
學
等
E
は
ⓒ
に
お
い
て
、「
墓
誌
銘
」
の
軾
顯
彰
の
語
「
獨
以
實
告
」
を
採
る
、
應
旂
の
不
適
切
な

引
用
を
踏
襲
し
た
ば
か
り
か
、
ⓔ
に
お
い
て
も

│
逸
話
の
逐
語
的
引
用
こ
そ
無
い
が

│
應
旂
に
據
り
「
謔
侮
云
云
」
を
踏
襲
し
、
か
く
す
る
こ
と
で

應
旂
の
虚
構
に
加
擔
も
し
た
。
畢
沅
も
例
の
如
く
E
ⓒ
「
獨
以
實
告
」、
ⓔ
「
謔
侮
云
云
」
を
踏
襲
す
る
。

　
『
宋
史
』
役
法
上
か
ら
明
人
四
書
を
經
て
、
乾
學
等
E
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
な
べ
て
、「
小
人
」
章
惇
の
主
張
は
そ
の
原
文
が
抄
録
す
ら
さ
れ
ず
、
簡
略
化

さ
れ
た
大
意
の
み
示
さ
れ
る
の
に
比
べ
、「
君
子
」
軾
・
純
仁
の
そ
れ
は
惇
の
場
合
よ
り
は
確
實
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
、
以
て
光
に
す
ら
直
言
し
た
兩
「
君

子
」
の
硬
骨
が
、
強
調
さ
れ
る
。
す
で
に
多
數
の
具
體
例
に
就
い
て
み
た
、
新
た
な
追
加
例
で
は
あ
る
。
明
人
の
四
書
を
通
じ
て
、『
宋
史
』
役
法
上
に

は
有
る
夏
料
役
錢
の
廢
止
、
軾
「
墓
誌
銘
」
に
は
有
る
軾
の
詳
定
役
法
官
就
任
は
、
捨
象
さ
れ
た
。
乾
學
E
・
畢
沅
F
も
こ
れ
を
繼
承
し
た
こ
と
、
前
述

の
如
く
で
あ
る
。
明
清
「
編
年
」
書
六
種
を
通
じ
て
、「
紀
傳
體
」
史
書
で
い
え
ば
志
に
關
わ
る
役
法
關
連
事
項
よ
り
、
傳

│
そ
れ
も
「
君
子
」
の

│
に
關
す
る
事
項
の
採
録
繼
承
が
優
先
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
明
清
代
に
宋
人
の
評
價
が
固
定
さ
れ
た
、
そ
の
一
端
が
、
こ
こ
に
露
わ
れ
て
い
よ
う
。

評
價
延
い
て
は
史
觀
の
固
定
は
例
え
ば
、
元
祐
に
お
け
る
「
君
子
」
の
基
本
的
一
致
を
、
虚
構
す
る
。「
君
子
」
の
直
言
は
む
し
ろ
積
極
的
に
採
録
さ
れ

て
も
、「
君
子
」
間
の
深
刻
な
内
部
分
裂
を
窺
わ
せ
る
事
例
は
、
排
除
さ
れ
る
。
軾
「
墓
誌
銘
」
は
、「
政
事
堂
」
に
お
け
る
軾
の
批
判
を
う
け
光
が
、「
笑

而
止
」
と
し
た
あ
と
、「
公
言
用
い
ら
れ
ざ
る
を
知
り
補
外
を
乞
う
も
許
さ
れ
ず
、君
實
始
め
て
怒
り
公4

を
逐4

う
意
有

4

4

り
、其4

の
病
卒

4

4

に
會4

い
乃4

ち
已4

む
〔
傍

點
引
用
者
〕」
と
い
い
、
そ
の
後
も
「
多
く
君
實
の
人
」
で
あ
っ
た
時
の
臺
諫
が
、
競
っ
て
軾
の
「
瑕
疵
」
を
求
め
た
と
い
う
。
虚
構
に
抵
觸
す
る
か
か

る
證
言
は
、
恐
ら
く
は
『
宋
史
』
軾
傳
が
こ
れ
を
採
ら
ぬ
故
に
、
陳
桱
以
後
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
乾
學
等
E
を
踏
襲
し
た
、
畢

沅
F
は
、
か
か
る
系
譜
の
末
端
に
在
る
。
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

Ⅲ
、
光
と
蘇
軾

　

乾
學
等
E
ⓒ
は
、「
紀
傳
體
」
史
料
で
あ
る
軾
「
墓
誌
銘
」
お
よ
び
『
宋
史
』
軾
傳
、「
編
年
」
書
で
あ
る
明
人
四
書
の
系
譜
に
連
な
る
が
、
み
た
よ
う

に
特
に
應
旂
C
の
影
響
が
顯
著
で
あ
る
。
陳
桱
A
は
E
ⓒ
に
對
應
す
る
記
事
を
閏
二
月
「
詔
詳
定
役
法
」
條
「
分
註
」、商
輅
B
は
三
月
「
罷
免
役
」
條
「
分

註
」
に
採
録
し
、
宗
沐
D
は
三
月
應
旂
C
は
三
月
乙
亥
條
に
繋
け
る
。『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
に
は
、
ⓒ
に
對
應
す
る
記
事
は
無
い
が
、
乾

學
等
は
こ
れ
を
同
月
「
辛
巳
」

│
本
來
丁
亥

│
條
に
繋
け
る
。
然
る
べ
き
考
證
の
結
果
で
あ
る
よ
り
は
、
明
人
の
四
書
が
一
貫
し
て
、
章
惇
駁
奏
・

詳
定
役
法
所
設
置
と
と
も
に
、
純
仁
の
光
批
判
と
一
括
し
て
軾
の
そ
れ
を
、
同
一
條

│
な
い
し
は
同
一
「
分
註
」

│
に
採
録
し
た
旣
成
事
實
に
、
安

易
に
迫
隨
し
た
故
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
軾
の
發
言
は
前
後
二
段
に
大
別
で
き
る
。
前
段
で
は
、
差
役
法
を
唐
の
府
兵
制
、
募
役
（
免
役
）
法
を
唐
の
募
兵

（
長
征
）
制
に
比
擬
し
、
後
者
か
ら
前
者
へ
は
不
可
逆
的
で
あ
る
と
す
る
。
後
段
は
、「
墓
誌
銘
」
以
下
が
「
政
事
堂
」
に
お
け
る
議
論
と
す
る
も
の
で
軾

の
所
論
に
納
得
し
な
い
光
に
對
す
る
、「
昔
韓
魏
公
刺
陝
西
義
勇
、
公
爲
諫
官
爭
之
甚
力
、
魏
公
不
樂
、
公
道
其
詳
、
豈
今
日
作
相
、
不
許
軾
盡
耶
」
と

い
う
、
軾
の
語
を
傳
え
る
。
墓
誌
銘
に
前
段
は
無
く
、「
差
役
行
於
祖
宗
之
世
、〈
中
略
〉、
獨
以
實
告
、
而
君
實
始
不
悦
矣
」
に
、
後
段
「
政
事
堂
」
に

お
け
る
議
論
を
續
け
る
。
乾
學
等
E
ⓒ
は
恐
ら
く
は
應
旂
C
に
據
り
、「
初
差
役
行
於
祖
宗
之
世
、〈
中
略
〉、
軾
獨
以
實
告
、
而
光
不
悦
」
の
前
に
前
段
、

後
に
後
段
を
配
す
。『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
に
は
前
段
に
相
當
す
る
記
事
は
無
い
が
、
後
段
の
そ
れ
は
七
月
丁
巳
（
二
日
）
條
に
、
有
る
。
た
だ
し
「
昔

韓
魏
公
云
云
」
が
「
政
事
堂
」
に
お
け
る
發
言
で
あ
る
と
は
、
い
わ
な
い
。
發
言
の
場
に
は
一
切
言
及
し
な
い
。
前
段
は
軾
の
『
奏
議
集
』
卷
三
「
辯
試

館
職
策
問
箚
子
」
第
二
に
起
源
し
、
李
燾
は
元
祐
二
年
正
月
庚
午
（
十
七
日
）
條
に
繋
け
る
。
役
法
議
論
の
前
に
「
臣
前
歳
自
登
州
召
還
、
始
見
故
相
司

馬
光
」
の
語
が
有
る
か
ら
知
登
州
で
あ
っ
た
軾
が
開
封
に
召
還
さ
れ
た
、
元
豐
八
年
末
元
祐
初
年
初
の
交
に
、
前
段
の
議
論
は
爲
さ
れ
た
と
推
定
し
得
る
。

『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
が
後
段
相
當
記
事
を
、
七
月
二
日
に
繋
け
る
の
は
、
こ
の
日
に
軾
の
詳
定
役
法
官
辭
任
が
、
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
差
役
」

は
ま
た
そ
の
四
月
癸
巳
（
六
日
）
條
に
、
中
書
舍
人
蘇
軾
の
詳
定
役
法
官
就
任
を
、
傳
え
て
い
る
。「
墓
誌
銘
」
お
よ
び
『
宋
史
』
軾
傳
は
、「
獨
以
實
告
」

の
前
に
「
差
官
置
局
」
し
、軾
も
選
に
與
か
っ
た
と
い
う
。「
政
事
堂
」
に
お
け
る
發
言
は

│
そ
れ
が
事
實
有
っ
た
と
し
て

│
軾
の
詳
定
官
就
任
以
後
、

そ
の
辭
任
許
可
以
前
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。「
差
役
」
七
月
丁
巳
條
所
載
の
軾
上
奏

）
14
（に
、「
臣
先
曾
奏
論
、
衙
前
一
役
、
只
當
招
募
、
不
當
定
差
、
執
政

4

4
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不
以
爲
然

4

4

4

4

、
臣
遂
奏
乞
罷
免
臣
詳
定
役
法

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
奉
聖
旨
『
不
許
』、
經
今
月
餘
、
前
所
論
奏
、
並
不
蒙
施
行
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
あ
る
。
一
箇
月
以
上

前
に
解
任
を
乞
う
た
の
は
、「
執
政
」
と
對
立
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
對
立
點
は
衙
前
の
問
題
で
あ
る
。
李
燾
は
『
司
馬
公
集
』
卷
五
三
「
申
明
役

法
箚
子
」
を
、
六
月
甲
寅
（
二
十
八
日
）
に
繋
け
る
。
該
「
箚
子
」
に
お
い
て
光
は
、
諸
色
役
人
を
一
槪
に
「
定
差
」
せ
よ
と
主
張
し
た
、
自
身
の
正
月

二
十
二
日
「
箚
子
」
が
「
得
旨
」
し
た
後
、「
雇
募
足
ら
ざ
れ
ば
方
め
て
定
差
を
行
え
」
の
「
指
揮
」
が
有
り
、人
が
疑
惑
し
た
と
、不
滿
を
表
わ
す
。「
指

揮
」
自
體
は
閏
二
月
十
五
日
詳
定
所
建
議
に
對
す
る
、
裁
可
で
あ

）
15
（る

と
み
な
し
得
る
が
、
光
は
「
雇
募
」「
定
差
」
の
併
用
す
ら
不
可
と
し
た
。「
定
差
」

を
全
面
的
に
否
定
す
る
軾
と
の
對
立
は
、
必
然
で
あ
る
。
七
月
丁
巳
條
軾
の
所
謂
「
執
政
」
は
、
光
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
軾
『
奏
議
集
』
卷
三
「
乞
罷
詳

定
役
法
箚
子
」「
申
省
乞
罷
詳
定
役
法
狀
」
に
據
れ
ば
、
解
任
要
求
は
五
月
二
十
五
日
で
あ
り
、
七
月
丁
巳
條
軾
所
奏
の
「
經
今
月
餘
」
と
符
合
す
る
。

軾
は
七
月
初
ま
で
詳
定
官
の
職
に
在
り
は
し
た
が
、
役
法
を
め
ぐ
る
「
執
政
」
光
と
の
對
立
は
五
月
二
十
五
日
直
前
に
、
生
起
し
た
。「
昔
韓
魏
公
云
云
」

は
そ
の
時
の
、
光
の
頑
迷
に
觸
發
さ
れ
た
語
で
あ
り
得
る
。
さ
ら
に
嚴
密
を
期
す
な
ら
ば
五
月
十
二
日
以
後
、
二
十
五
日
以
前
で
あ
ろ
う
。
正
月
二
十
一

日
以
來
足
疾
療
養
の
た
め
謁
告
（
休
職
）
し
て
い
た
光
は
、
十
二
日
延
和
殿
に
入
對
し
て
、
首
相
就
任
手
續
き
「
正
謝
」
を
行
い
、
以
て
謁
告
を
終
え
た

か
ら
で
あ

）
16
（る
。「
墓
誌
銘
」
以
後
乾
學
等
E
ま
で
繼
承
さ
れ
た
、「
政
事
堂
」
に
お
け
る
軾
の
光
批
判
は
、
決
し
て
E
ⓒ
二
月
「
辛
巳
」

│
な
い
し
は
丁

亥

│
で
は
あ
り
得
な
い
（『
長
編
』
卷
三
九
四
／
八
〜
一
二
）。

　

光
批
判

│
後
段

│
の
當
時
軾
が
詳
定
官
で
あ
っ
た
事
實
は
、『
宋
史
』
軾
傳
に
據
り
さ
え
す
れ
ば
、
容
易
に
知
り
得
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
明
人
四

書
に
は
そ
の
言
及
が
無
く
、
乾
學
等
E
ⓒ
も
ま
た
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。
既
に
ⓒ
を
二
月
に
繫
け
て
い
る
以
上
乾
學
等
は
、
利
用
し
得
た
『
紀
事
本
末
』
の
、

四
月
癸
巳
條
詳
定
官
就
任
、
七
月
丁
巳
條
同
辭
任
の
兩
條
は
も
と
よ
り
、
軾
傳
す
ら
あ
ら
た
め
て
參
照
せ
ず
、
專
ら
明
人
四
書
と
り
わ
け
應
旂
C
に
の
み
、

據
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
の
呂
公
著
建
議
に
假
り
れ
ば
光
正
月
二
十
二
日
「
箚
子
」
等
に
は
、「
疎
略
未
完
備
の
處
無
く
ん
ば
不あ

ら
ず」
で
あ
る
一
方
、
章
惇
の

駁
奏
に
は
「
取
る
可
き
處
」
が
有
っ
た
。
光
「
箚
子
」
は
惇
駁
奏
に
よ
っ
て
論
破
さ
れ
た
と
い
え
る
。
詳
定
所
設
置
の
目
的
は
こ
の
光
「
箚
子
」
に
お
け

る
「
疎
略
未
完
備
處
」
の
、
彌
縫
で
あ
る
。
彌
縫
の
た
め
に
は
新
た
な
人
選
が
、
必
要
で
あ
っ
た
。
三
省
・
樞
密
院
の
構
成
人
員
（
宰
執
）
は
、
公
著
と

光
を
除
け
ば
二
月
段
階
で
は
依
然
、神
宗
朝
以
來
の
新
法
黨
人
で
あ
る
。「
得
旨
」
し
た
と
は
い
え
、惇
の
駁
奏
に
よ
り
缺
陷
を
露
呈
せ
し
め
ら
れ
た
光
「
箚
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子
」
に
つ
き
、
從
來
ど
お
り
三
省
・
樞
密
院
が
議
論
す
れ
ば
、
差
役
法
復
活
は
覆
え
り
得
る
。
そ
の
故
に
別
途
詳
定
官
と
し
て
、
韓
維
（
侍
講
）
呂
大
防

（
吏
部
尚
書
）
孫
永
（
工
部
尚
書
）
范
純
仁
（
給
事
中
）
が
、
選
任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
爾
後
大
防
・
純
仁
が
執
政
官
（
大
防
は
尚
書
右
丞
、
純
仁

は
同
知
樞
密
院
事
）
に
陞
進
し
た
か
ら
、
軾
の
詳
定
官
は
兩
名
の
闕
の
補
塡
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
軾
『
奏
議
集
』
卷
三
「
再
乞
罷
詳
定
役
法
狀
」

│
先
引
「
差
役
」
七
月
丁
巳
條
所
載

│
は
、
み
た
如
く
衙
前
は
專
ら
招
募
す
ベ
き
で
あ
り
、
定
差
す
ベ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
光
「
箚
子
」
の
趣
旨

と
は
、
到
底
相
容
れ
な
い
。
就
任
二
箇
月
に
し
て
早
く
も
辭
意
を
表
わ
す
に
至
っ
た
の
は
、
當
然
の
歸
結
で
あ
る
。
一
旦
は
與
え
ら
れ
た
辭
任
の
許
可
は
、

五
月
二
十
六
日
に
撤
回
さ
れ
た
。
恐
ら
く
は
御
史
中
丞
劉
摯
の
發
言
が
、
こ
れ
を
然
ら
し
め
た
。
軾
の
辭
任
を
認
め
れ
ば
「
則
ち
獨
り
議
法
成
り
難
き
の

み
に
は
非
ず
、
姦
人
を
し
て
伺
隙
乘
釁
し
法
意
を
搖
憾
せ
し
む
、
國
の
計
に
は
非
ざ
る
な
り
」
が
、
摯
の
論
の
一
節
で
あ
る
。
辭
任
の
不
許
可
は
、
黨
内

對
立
の
隱
蔽
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彌
縫
し
な
い
限
り
實
施
し
得
な
い
光
「
箚
子
」
に
お
け
る
缺
陷
、
軾
と
い
う
異
分
子
の
存
在
、
そ
の
存
在
を
秘
匿
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
政
冶
狀
況
、
詳
定
所
に
は
こ
れ
ら
元
祐
舊
法
黨
政
權
に
お
け
る
諸
矛
盾
が
、
凝
縮
さ
れ
て
い
た
（『
長
編
』
卷
三
七
八
／
一
二
〜

一
四
）。

　

す
で
に
み
た
よ
う
に
主
に
『
宋
史
』
役
法
上
・
同
軾
傳
・
純
仁
傳
に
據
り
、
陳
桱
A
が
閏
二
月
お
よ
び
三
月
、
商
輅
B
・
宗
沐
C
が
三
月
、
應
旂
が
三

月
乙
亥
條
に
集
約
し
た
、
差
役
法
復
活
に
關
わ
る
諸
情
報
は
、
乾
學
等
E

│
お
よ
び
こ
れ
を
踏
襲
し
た
畢
沅
F

│
で
は
、
量
的
に
減
少
し
た
。
時
の

經
過
に
伴
う
役
法
に
つ
い
て
の
關
心
の
減
衰
は
、
半
ば
必
然
で
あ
る
と
は
し
て
も
、
旣
に
『
紀
事
本
末
』
に
據
り
得
た
以
上
乾
學
等
は
、
少
な
く
と
も
月

日
に
關
わ
る
考
證
に
お
い
て
、
明
人
四
書
と
は
格
段
に
緻
密
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
乾
學
等
は
『
紀
事
本
末
』「
用
舊
臣
上
」
に
據
れ
ば
、
正
月

二
十
一
日
以
降
五
月
十
二
日
の
延
和
殿
に
お
け
る
入
對
「
正
謝
」
ま
で
、
光
が
謁
告
し
て
い
た
事
實
を
、
知
り
得
る
立
場
に
在
っ
た
。
乾
學
等
E
が
ⓒ
を

繋
け
た
二
月
「
辛
巳
」

│
本
來
は
丁
亥

│
に
は
、軾
は
詳
定
官
就
任
以
前
で
あ
る
ば
か
り
か
、光
の
謁
告
も
依
然
繼
續
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。「
政
事
堂
」

で
の
役
法
を
め
ぐ
る
兩
者
の
論
爭
は
、
當
然
こ
の
日
に
は
有
り
得
な
い
。
乾
學
等
E
は
そ
の
閏
二
月
甲
辰
（
十
六
日
）
條
に
、
恐
ら
く
は
『
宋
史
全
文
』

卷
一
三
上
に
據
り
、
諫
官
朱
光
庭
の
發
言
を
載
せ
る
。「
今
日
廟
堂
之
上
、
司
馬
光
未
出

4

4

4

4

4

、
唯
有
呂
公
著
一
人
忠
樸
可
倚
、
其
餘
皆
姦
邪
、
伏
望
聖
慈
早

進
范
純
仁
、
庶
得
賢
者
在
位
同
心
一
德
、
以
輔
聖
政
〔
傍
點
引
用
者
〕」
が
そ
れ
で
あ

）
17
（る
。
二
月
に
お
け
る
「
政
事
堂
」
で
の
論
爭
と
、
閏
二
月
に
お
け

る
光
の
「
未
出
」
は
、
相
容
れ
な
い
。
E
ⓐ
ⓑ
ⓖ
は
、
月
日
に
つ
い
て
は
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
丁
亥
條
に
據
り
、
記
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
應
旂
C
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三
月
乙
亥
條
の
そ
れ
が
、採
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。「
差
役
」
と
應
旂
C
と
の
折
衷
は
、「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
に
は
該
當
記
事
の
無
い
ⓒ
に
も
及
び
、「
辛
巳
」

│
丁
亥

│
條
に
一
括
採
録
さ
れ
た
。
ⓒ
に
お
け
る
月
日
考
證
の
不
備
は
果
た
し
て
、
例
え
ば
閏
二
月
甲
辰
條
朱
光
庭
發
言
と
の
間
に
不
整
合
を
生
じ

た
が
乾
學
等
は
こ
れ
を
放
置
し
、
畢
沅
F
も
例
の
如
く
、
こ
れ
を
是
正
し
て
は
い
な
い
。

　

軾
の
詳
定
官
辭
任
を
傳
え
る
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
七
月
丁
巳
條
は
、
軾
「
墓
誌
銘
」
の
一
節
を
「
軾
意
以
爲
」
以
下
に
、「
免
役
法
弊
當
改
、
但
不

當
於
雇
役
實
費
之
外
多
取
民
錢
、
若
量
出
爲
入
無
多
取
民
錢
、
則
不
足
以
害
民
」
と
意
譯
し
た
後
、
同
意
し
な
か
っ
た
光
に
對
す
る
發
言
「
昔
韓
魏
公
云

云
」
を
、
續
け
る
。
軾
「
墓
誌
銘
」
が
必
ず
し
も
忠
實
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
李
燾
が
撰
者
蘇
轍
の
「
私
意
」
を
、
疑
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
長

編
』
卷
三
八
二
同
月
同
日
條
李
燾
注
は
「
按
轍
所
作
墓
誌
恐
有
私
意
、
難
盡
信
、
今
刪
取
之
」
と
い
う
。「
私
意
」
に
該
當
す
る
具
體
例
を
李
燾
は
、
明

示
し
て
は
い
な
い
が
、
軾
顯
彰
の
語
と
い
う
べ
き
「
獨
以
實
告
」
は
採
録
さ
れ
て
い
な

）
18
（い

。
敢
て
「
獨
以
實
告
」
の
採
録
を
避
け
、「
軾
意
以
爲
」
以
下

を
以
て
こ
れ
に
代
え
た
如
く
で
あ
る
。
果
た
し
て
「
私
意
」
の
故
で
あ
る
か
否
か
、
判
然
と
し
な
い
が
、
李
燾
は
「
昔
韓
魏
公
云
云
」
を
「
政
事
堂
」
で

の
發
言
と
す
る
「
墓
誌
銘
」
を
自
注
に
引
き
な
が
ら
、
正
文
に
は
「
昔
韓
魏
公
云
云
」
の
み
採
り
、
軾
發
言
の
場
は
一
切
特
定
し
な
い
。
光
と
の
論
爭
の

場
が
「
政
事
堂
」
で
あ
る
か
否
か
、
疑
っ
た
故
で
あ
り
得
る
。
軾
の
詳
定
官
解
任
要
求
を
結
果
し
た
「
執
政
」
光
と
の
對
立
は
、
五
月
二
十
五
日
以
前
に

生
起
し
た
と
想
定
し
た
。
對
立
以
前
「
政
事
堂
」
に
お
け
る
軾
と
光
と
の
接
觸
の
機
會
は
、自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
。
同
月
十
二
日
の
「
正
謝
」
ま
で
は
、

光
の
謁
告
が
繼
續
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
同
月
二
日
聖
旨
は
、
門
下
省
・
尚
書
省
で
の
執
務
お
よ
び
、
都
堂
（
政
事
堂
）
で
の
聚
議
を
、
三
日

に
一
回
に
限
る
特
權
を
、
光
に
與
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
光
が
こ
の
特
權
を
利
用
し
た
場
合
、
十
二
日
「
正
謝
」
以
後
二
十
五
日
以
前
の
十
餘
日
、「
政

事
堂
」
に
お
け
る
兩
者
の
接
觸
の
機
會
は
、
三
四
回
に
過
ぎ
な
い
。「
政
事
堂
」
で
の
論
爭
の
有
無
は
、
微
妙
と
も
い
え
る
（『
長
編
』
巻
三
八
二
／
一
〜

三
、『
司
馬
公
集
』
卷
五
三
「
辭
三
日
一
至
都
堂
箚
子
」）。

　

詳
定
官
と
宰
執
の
議
論
の
場
は
專
ら
政
事
堂
に
は
、
限
定
し
得
な
い
。
先
引
軾
「
辯
試
館
職
策
問
箚
子
」
の
一
節
に
、「
及
蒙
差
詳
定
役
法
、
先
與
本

局
官
吏
孫
永
・
傅
堯

）
19
（兪

之
流
論
難
反
覆
、
次
於
西
府
及
政
事
堂
中
與
執
政
商
議

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
皆
不
見
從
、〈
中
略
〉、
因
乞
罷
詳
定
役
法
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と

み
え
る
。
ま
ず
軾
の
證
言
か
ら
、
政
事
堂
に
お
け
る
宰
執
と
の
「
商
議
」
は
、
有
っ
た
。
五
月
十
二
日
「
正
謝
」
後
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
、
光
と
の
議
論
で

も
あ
り
得
た
。
政
事
堂
以
外
に
宰
執
と
の
「
商
議
」
の
場
と
し
て
、
軾
は
西
府
を
舉
げ
る
。
西
府
は
東
府
と
と
も
に
熙
寧
以
來
の
、
宰
執
の
官
舍
で
あ
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る）
20
（

。
元
豐
八
年
七
月
以
來
宰
執
は
、
假
日
な
い
し
は
三
省
・
樞
密
院
か
ら
の
退
廳
後
、
本
來
政
事
堂
で
行
う
べ
き
聚
議
を
、
東
西
府
で
行
う
こ
と
を
認
め

ら
れ
て
い

）
21
（た

。
謁
告
中
で
は
あ
っ
て
も
、
東
西
府
と
い
う
非
公
式
の
場
で
あ
れ
ば
光
は
、
こ
れ
に
參
加
し
た
可
能
性
は
有
る
。
例
え
ば
「
近
日
臣
の
人
微

位
輕
者
の
如
き
を
以
て
す
ら
、
久
し
く
病
假
に
在
る
を
以
て
、
執
政
猶
お
臣
家
に
來
至
し
公
事
を
商
量
す
」
と
光
は
い
う
。
首
相
發
令
後
「
正
謝
」
以
前
、

執
政
は
光
が
居
住
す
る
東
府
に
至
り
、
合
議
し
た
。
論
爭
の
場
が
東
西
府
で
あ
れ
ば
、
そ
の
生
起
し
得
た
時
期
は
、
軾
が
詳
定
官
に
就
任
し
た
四
月
癸
巳

（
六
日
）
以
後
、
翌
月
二
十
五
日
に
ま
で
あ
る
い
は
、
擴
大
し
得
る
。
た
だ
「
昔
韓
魏
公
云
云
」
と
軾
に
慨
嘆
さ
せ
る
に
至
っ
た
光
と
の
對
立
を
、
詳
定

官
解
任
要
求
の
直
接
の
契
機
と
は
、
み
な
さ
ぬ
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
對
立
の
生
起
は
五
月
二
十
五
日
直
前
と
し
て
、
誤
り
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
そ
の

場
に
つ
い
て
は
「
墓
誌
銘
」
の
所
謂
「
政
事
堂
」
以
外
に
、
東
西
府
、
特
に
光
の
居
住
し
た
東
府
を
、
選
擇
肢
に
加
え
得
る
。
李
燾
が
論
爭
の
場
を
特
定

し
な
か
っ
た
の
も
、「
政
事
堂
」
以
外
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
得
な
か
っ
た
故
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
軾
の
「
昔
韓
魏
公
云
云
」

を
、「
政
事
堂
」
に
お
け
る
發
言
と
す
る
蘇
轍
の
證
言
は
、
閑
却
し
難
い
。
だ
が
轍
の
提
供
す
る
情
報
に
は
、
一
抹
の
不
信
を
拂
拭
し
得
な
い
場
合
も
有

る
（『
長
編
』
卷
三
五
八
／
七
、
同
卷
三
七
六
／
二
五
）。

Ⅳ
、
光
と
章
惇

　

乾
學
等
E
ⓔ
閏
二
月
辛
亥
（
二
十
三
日
）
條
に
次
の
如
く
い
う
。「
章
惇
罷
。
司
馬
光
・
呂
公
著
改
更
弊
事
、〈
中
略
〉、
惇
尤
以
謔
侮
困
光
、〈
中
略
〉。

已
而
惇
與
光
簾
前
爭
論
喧
悖
、
至
曰
它
日
安
能
奉
陪
喫
劍
。
太
皇
太
后
怒
。〈
中
略
〉。
惇
遂
罷
、
爲
正
議
大
夫
・
知
汝
州
〔
傍
點
引
用
者
〕」
高
氏
簾
前

に
お
け
る

│
役
法
を
め
ぐ
る

│
光
と
の
論
爭
、そ
の
結
果
と
し
て
の
知
樞
密
院
事
解
任
は
、恐
ら
く
『
備
要
』
卷
二
十
二
閏
二
月
「
章
惇
罷
」
條
「
分

註
」
に
據
っ
た
陳
桱
A
以
後
、
應
旂
C
ま
で
繼
承
さ
れ
て
い
る
（
宗
沐
D
に
は
章
惇
罷
免
記
事
が
無
い
）。
章
惇
の
暴
言
「
它
日
安
能
奉
陪
喫
劍
（
將
來

の
地
獄
の
道
づ
れ
は
ま
っ
ぴ
ら
ご
め
ん
）」
は
、『
備
要
』「
分
註
」
に
は
有
る
が
明
人
三
書
に
は
、
無
い
。
た
だ
し
『
備
要
』
で
は
暴
言
「
它
日
云
云
」

よ
り
は
む
し
ろ
、
韓
縝
が
訴
え
た
惇
等
の
、
哲
宗
定
策
僭
稱
が
解
任
の
直
接
の
動
機
で
あ
る
。「
它
日
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
乾
學
等
は
『
邵
氏
聞
見
録
』

に
據
っ
た
で
あ
ろ
う
。
み
た
よ
う
に
應
旂
C
は
そ
の
閏
二
月
辛
亥
條
に
お
い
て
、
軾
「
墓
誌
銘
」
を
改
竄
し
、「
僕
射
」
光
を
「
謔
侮
」
し
た
惇
が
さ
ら
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に
簾
前
で
光
と
役
法
を
め
ぐ
り
論
爭
し
、
か
く
て
解
任
さ
れ
た
と
い
う
構
圖
を
創

）
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（る

。
E
ⓔ
は
こ
れ
に
「
它
日
安
能
奉
陪
喫
劍
」
の
語
を
加
え
、「
小
人
」

の
「
君
子
」
に
對
す
る
一
方
的
加
害
、「
小
人
」
の
敗
退
と
い
う
物
語
を
完
成
す
る
。
畢
沅
F
は
例
の
如
く
、
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。

　

蘇
轍
『
欒
城
後
集
』
卷
一
六
「
論
御
試
策
題
箚
子
」
二
首
は
、
紹
聖
初
年
（
一
〇
九
四
）
の
上
奏
と
み
な
し
得
る
。
該
「
箚
子
」
第
二
「
貼
黃
」
は
そ

の
冒
頭
に
、「
臣
竊
か
に
見
る
に
章
惇
昔
し
樞
密
使
に
任
ぜ
し
と
き
司
馬
光
と
役
法
を
爭
論
す
、
其
の
言
に
曰
う
有
り
云
云
」
と
い
う
。
轍
が
舉
げ
る
惇

の
發
言
の
具
體
例
の
ひ
と
つ
は
、「
自
行
免
役
、
所
遣
使
者
、
不
能
體
先
帝
愛
民
之
意
、
差
役
舊
害
雖
已
盡
去
、
而
免
役
新
害
隨
而
復
生
、
今
日
正
是
更

張
修
完
之
時
」
で
あ
る
。
字
句
に
異
同
は
有
る
が
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、『
長
編
』
二
月
丁
亥
所
載
の
、
光
正
月
「
箚
子
」
に
對
す
る
駁
奏
の
一
節
と
一
致

す
る）

23
（

。
轍
の
所
謂
「
爭
論
」
と
は
、
駁
奏
自
體
で
あ
る
よ
り
は
、
上
奏
後
こ
れ
を
め
ぐ
り
惇
と
光
と
の
論
爭
が
有
っ
た
と
の
、
理
解
で
あ
ろ
う
。
い
ま
ひ

と
つ
の
惇
の
發
言
例
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
如
京
東
西
保
馬
緩
一
日
、
則
民
間
有
一
日
之
害
、
此
不
可
緩
者
也
、
如
後
〔
役
〕
法
、
歳
月
之
間
、
改
更

了
當
、誠
不
爲
緩
」。『
長
編
』
二
月
丁
亥
條
は
、詳
定
所
設
置
を
結
果
し
た
惇
の
駁
奏
に
續
け
て
、『
邵
氏
聞
見
録
』
に
據
り
惇
の
發
言
を
著
録
す
る
。「
保

甲
保
馬
一
日
不
罷
、
則
有
一
日
害
、
如
役
法
、
熙
寧
初
以
雇
代
差
、
行
之
太
速
、
故
有
今
弊
、
今
復
以
差
代
雇
、
當
詳
議
熟
講
、
庶
幾
可
行
、
而
限
止
五

日
、
其
弊
益
甚
矣
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
字
句
の
異
同
は
有
る
が
論
旨
は
、
轍
の
所
引
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
李
燾
は
『
邵
氏
聞
見
録
』
に
據
り

は
す
る
が
、
伯
温
と
の
間
に
は
見
解
に
隔
た
り
が
、
有
る
。
伯
温
は
光
と
の
論
爭
の
際
の
發
言
と
み
な
し
、
惇
の
そ
れ
に
「
温
公
以
不
爲
然
」
を
續
け
る
。

こ
れ
に
對
し
李
燾
は
、
光
に
對
す
る
そ
れ
で
は
あ
り
得
ぬ
と
し
て
、
冒
頭
に
「
又
嘗
與
同
列
爭
曰
」
を
置
く
。
李
燾
は
ま
た
惇
の
發
言
を

│
口
頭
の
論

爭
の
語
で
は
な
く
上
奏
さ
れ
た
文
字

│
「
箚
子
」
の
一
部
と
す
る
、
見
解
も
示
す
。「
曾
布
『
日
録
』
惇
の
此
の
語
を
載
す
、
蓋
し
是
れ
箚
子
な
り
、

當
に
檢
詳
追
附
す
ベ
し
」
と
自
注
に
い

）
24
（う

。

　

閏
二
月
庚
寅
（
二
日
）
詔
は
、
こ
の
惇
「
箚
子
」
が
然
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
該
詔
は
、「
二
月
初
六
日
指
揮
（
光
正
月
二
十
二
日
「
乞
罷
免
役
錢
依

舊
差
役
箚
子
」）」
に
依
る
「
定
差
」
を
命
じ
る
一
方
、
州
縣
お
よ
び
轉
運
司
・
提
舉
司
に
そ
れ
ぞ
れ
兩
月
の
期
限
を
與
え
、「
役
法
民
間
的
確
利
害
」
を

調
査
・
報
告
さ
せ
、
さ
ら
に
差
役
の
當
事
者
、
舊
來
免
役
錢
を
納
め
、
今
來
差
役
さ
る
べ
き
人
戸
に
各
各
利
害
を
具
し
、「
實
封
」
自
陳
さ
せ
よ
と
い
う
。

惇
が
批
判
し
た
光
正
月
「
箚
子
」
に
お
け
る
「
五
日
」
の
期
限
は
、
縣
段
階
だ
け
で
も
兩
月
に
擴
大
さ
れ
た
。
州
縣
監
司
に
お
け
る
調
査
・
報
告
、
當
事

者
た
る
人
戸
の
「
實
封
」
自
陳
は
、
惇
の
所
謂
「
詳
議
熟
講
」
の
資
料
た
り
得
よ
う
。
劉
摯
・
王
覿
等
臺
諫
の
論
難
に
よ
り
、
閏
二
月
戊
戌
（
十
日
）、
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

該
詔
は
撤
回
さ
れ
る
。
例
え
ば
摯
は
、「
實
封
之
狀
、
州
縣
疲
於
遞
送
、
其
達
於
朝
廷
者
、
計
須
山
積
、
則
考
謁
何
時
可
遍
、
而
所
謂
差
役
之
法
何
年
可

見
其
成
也
、
不
知
誰
建
此
論
者
、
蓋
欲
爲
遷
延
之
謀
・
動
搖
之
術
」
と
い
う
。
摯
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
實
封
」
自
陳
は
、
差
役
法
復
活
日
程
の
決
定
的

遲
滯
を
企
圖
し
た
、
明
ら
か
な
惡
意
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
こ
れ
に
よ
る
、
光
正
月
「
箚
子
」
の
缺
陷
の
さ
ら
な
る
暴
露
も
、
危
惧
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
王
覿
は
「
實
封
」
自
陳
を
、
新
法
黨
宰
執

│
首
相
蔡
確
罷
免
後
は
次
相
韓
縝
・
中
書
侍
郎
張
璪
お
よ
び
惇

│
に
お
け
る
、
反
差
役
法

戰
略
の
一
環
に
位
置
づ
け
る
。「
故
に
初
は
則
ち
但
だ
司
馬
光
『
箚
子
』
を
録
し
て
行
下
し
條
目
を
立
て
ず
、
以
て
則
ち
其
の
失
を
幸ね

が

う
、
中
は
則
ち
惇

出
力
し
て
以
て
之
を
排
し
而
し
て
其
の
成
る
を
恐
る
、
終
は
則
ち
詳
定
の
事
畢
る
を
侍
た
ず
而
し
て
實
封
狀
の
法
を
爲
り
以
て
四
方
を
惑
わ
す
」
が
そ
れ

で
あ
る
。
三
段
階
の
う
ち
「
中
は
云
云
」
が
惇
駁
奏
を
指
す
の
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
當
該
期
役
法
に
つ
き
、
積
極
的
に
發
言
し
た
新
法
黨
宰
執

は
、
ほ
ぼ
惇
に
限
ら
れ
る
。
後
に
み
る
蘇
轍
閏
二
月
十
八
日
上
奏
の
一
節
に
、「
今
乃
不
候
修
完
、
便
乞
再
行
指
揮
使
諸
路
一
依
前
件
『
箚
子
』
施
行
、

却
令
被
差
人
戸
具
利
害
實
封
聞
奏

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
臣
不
知
陛
下
謂
惇
此
舉
其
意
安
在

4

4

4

4

4

4

4

〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
あ
る
。「
實
封
」
自
陳
（
閏
二
月
庚
寅
詔
）
は
、
惇
「
箚
子
」

の
建
議
に
係
る
と
認
め
得
る
。
惇
の
駁
奏
は
二
月
末
の
詳
定
役
法
所
設
置
を
、
結
果
し
た
。
駁
奏
と
は
別
に
、
光
正
月
「
箚
子
」
に
則
り
定
差
せ
し
め
る

一
方
で
、
當
役
人
戸
に
「
實
封
」
自
陳
せ
し
め
よ
と
い
う
「
箚
子
」
も
、
閏
二
月
庚
寅
以
前
に
上
奏
し
た
。
伯
温
が
光
と
の
論
爭
の
語
と
み
な
し
た
「
保

甲
保
馬
云
云
」
は
、
こ
の
惇
「
箚
子
」
の
一
部
で
あ
ろ
う
（『
長
編
』
卷
三
六
七
／
一
一
、
同
卷
三
六
八
／
七
〜
九
、
同
卷
三
六
八
／
三
二
〜
三
三
、
同

卷
三
六
九
／
二
四
〜
二
五
、
同
卷
三
六
九
／
一
四
〜
一
五
）。

　
「
保
甲
保
馬
云
云
」
を
光
と
の
論
爭
の
語
と
す
る
伯
温
の
見
解
を
、
李
燾
は
、「
按
ず
る
に
光
此
の
時
已
に
病
告
に
在
り
」
と
い
い
却
け
る
。
駁
奏
の
言

説
を
信
ず
れ
ば
惇
は
、
光
正
月
「
箚
子
」
が
「
得
旨
」
し
行
下
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、
殆
ど
役
法
議
論
に
關
預
し
得
な
か
っ
た
。
光
「
箚
子
」
行
下
ま
で

の
時
系
列
を
『
長
編
』
二
月
乙
丑
（
六
日
）
條
に
據
り
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
①
正
月
二
十
二
日
、
光
「
乞
罷
免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」

上
奏
、
②
二
月
三
日
、
高
氏
光
「
箚
子
」
を
三
省
へ
行
下
、
③
四
日
、
三
省
「
箚
子
」
の
檢
討
・
進
擬
に
樞
密
院
の
參
加
を
要
請
、
高
氏
許
可
、
④
五
日
、

三
省
・
樞
密
院
「
箚
子
」
を
檢
討
・
審
議
（
聚
廳
商
量
）、
⑤
三
省
・
樞
密
院
「
箚
子
」
施
行
を
進
擬
、
高
氏
裁
可
（
進
呈
、
得
旨
「
依
奏
」）、
⑥
七
日
、

「
箚
子
」
行
下
、
差
役
法
復
活
。
惇
は
そ
の
駁
奏
冒
頭
に
お
い
て
自
身
の
役
法
と
の
關
わ
り
を
、
槪
略
以
下
の
如
く
述
べ
る
。
①
役
法
は
本
來
樞
密
院
の

職
掌
外
で
あ
り
、
元
豐
八
年
秋
か
ら
今
春
に
至
る
ま
で
、
光
も
專
ら
三
省
と
商
議
し
、
樞
密
は
一
切
預
聞
し
な
か
っ
た
。
②
役
法
に
關
わ
る
上
奏
（
箚
子
）
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も
な
べ
て

│
高
氏
か
ら

│
三
省
に
降
付
さ
れ
、
そ
の
御
封
に
も
「
止
ダ
三
省
ニ
付
セ
」
と
あ
っ
た
。
③
從
っ
て
三
省
が
二
月
四
日
に
進
擬
に
樞
密
を

加
え
る
よ
う
、
要
請
し
た
理
由
が
判
ら
な
い
（
當
該
條
李
燾
注
は
、
蔡
確
が
樞
密
の
參
加
を
奏
請
し
た
と
す
る
、
公
著
『
家
傳
』
を
引
く
）。
④
役
法
は

所
繫
至
大
で
あ
る
の
に
從
來
議
論
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
、
光
「
箚
子
」
所
論
の
利
害
本
末
を
考
究
す
る
術
も
無
か
っ
た
。
⑤
二
月
五
日
三
省
と
協
議

し
た
際
、
こ
の
「
箚
子
」
は
三
五
日
か
け
詳
細
に
檢
討
す
べ
し
と
い
っ
た
が
、
韓
縝
が
「
司
馬
光
の
文
字
豈
に
敢
て
住
滯
す
ベ
け
ん
や
、
來
日
便た

だ

ち
に
須

ら
く
進
呈
す
べ
し
」
と
い
っ
た
。
從
來
議
論
に
加
わ
り
得
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、「
箚
子
」
も
十
分
に
檢
討
し
得
な
か
っ
た
の
で
（「
旣
不
曾
與
議
論
又
不

曾
細
看
文
字
」）、「
箚
子
」
の
利
害
に
つ
い
て
は
發
言
を
差
控
え
た
。
⑥
六
日
の
進
呈
（
進
擬
）
の
際
に
は
「
箚
子
」
施
行
の
可
否
は
三
省
に
一
任
し
、

關
知
し
な
か
っ
た
。
三
省
と
同
に
進
擬
し
「
奏
ニ
依
レ
」
の
旨
を
得
た
が
、
高
氏
に
は
こ
れ
ま
で
の
事
情
を
申
し
上
げ
た
。
⑦
後
日
戸
部
が
送
っ
て
き
た

敕
文
（
行
下
さ
れ
た
光
「
箚
子
」）
を
、
曉
夕
反
覆
看
詳
し
方
め
て
疎
略
が
甚
だ
多
い
こ
と
を
見
出
し
た
（『
長
編
』
卷
三
六
五
／
一
五
、
同
卷
三
六
七
／

四
）。

　

惇
の
駁
奏
・「
箚
子
」
兩
件
の
上
奏
自
體
を
、
光
と
の
「
爭
論
」
と
は
い
い
得
ま
い
。
簾
前
あ
る
い
は
政
事
堂
等
公
的
な
場
で
の
、
兩
件
を
め
ぐ
る
光

と
の
論
爭
を
、
轍
が
「
爭
論
」
と
い
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
妥
當
を
缺
く
。
惇
が
初
め
て
役
法
に
關
預
し
た
二
月
四
日
以
後
、
知
樞
密
院
事
を
解
任
さ
れ
た

閏
二
月
二
十
三
日
（
辛
亥
）
ま
で
、
論
爭
の
一
方
の
當
事
者
た
る
べ
き
光
は
、
依
然
謁
告
を
繼
續
し
つ
つ
あ
っ
た
。
東
西
府
に
お
け
る
兩
者
の
接
觸
を
裏

付
け
る
、
史
料
も
無
い
。
駁
奏
と
「
箚
子
」
い
ず
れ
を
め
ぐ
る
論
爭
も
、
有
り
得
べ
く
も
な
い
。
元
祐
初
年
轍
は
諫
官
で
あ
り
、
例
え
ば
伯
温
よ
り
格
段

に
正
確
に
、
役
法
を
め
ぐ
る
諸
動
向
を
知
り
得
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
轍
が
同
じ
哲
宗
朝
の
紹
聖
初
年
に
、
か
か
る
誤
認
を
露
呈
す
る
に
至
っ
た
理
由

は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
旣
に
そ
の
「
貼
黃
」
に
誤
認
を
見
出
す
以
上
、
徽
宗
朝
初
そ
の
撰
述
に
係
る
軾
「
墓
誌
銘
」
の
、「
政
事
堂
」
に
お
け
る
論
爭

に
も
、
全
幅
の
信
を
措
き
難
い
。
乾
學
等
E
ⓔ
「
它
日
安
能
奉
陪
喫
劍
」
も
、
從
っ
て
、
惇
と
光
と
の
簾
前
に
お
け
る
論
爭
の
際
の
、
語
で
は
あ
り
得
な

い
。『
長
編
』
閏
二
月
辛
亥
條
は
「
保
甲
保
馬
云
云
」
の
場
合
と
同
じ
く
、「
同
列
」
と
の
論
爭
の
語
と
す
る
。「
及
惇
與
同
列
爭
論
喧
悖
、
有
他
日
安
能

奉
陪
喫
劍
之
語
、
太
皇
太
后
怒
其
無
禮
云
云
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
條
李
燾
注
は
、
正
月
二
十
一
日
か
ら
五
月
十
二
日
ま
で
光
は
謁
告
し
、
惇
が
解
任
さ

れ
た
時
光
は
な
お
參
暇
（
休
暇
明
け
）
し
て
い
な
い
、
樞
密
院
と
三
省
が
光
「
箚
子
」
を
進
擬
し
た
の
は
二
月
初
で
あ
り
（
そ
れ
以
後
惇
解
任
ま
で
）、

光
は
簾
前
に
至
り
得
な
い
と
し
、「
伯
温
必
ず
誤
れ
り
」
と
結
論
す
る
。
伯
温
『
辯
誣
』
が
、
惇
と
光
が
簾
前
で
役
法
を
爭
論
し
、
惇
の
語
「
它
日
安
能
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

奉
陪
喫
劍
」
が
、
高
氏
に
惇
解
任
を
決
斷
さ
せ
た
と
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。「
奉
陪
喫
劍
」
に
っ
い
て
李
燾
は
、
役
法
論
爭
の
過
程
で
光
「
箚
子
」
の
故

に
發
せ
ら
れ
た
語
で
あ
り
こ
そ
す
れ
、
直
接
光
に
對
し
て
發
せ
ら
れ
た
語
で
は
な
い
と
い
う
。「
或
因
爭
論
改
法
、
爲
光
而
發
、
非
面
與
光
語
也
」
が
そ

れ
で
あ
る
。『
紀
事
本
末
』「
逐
小
人
上
」
閏
二
月
辛
亥
條
惇
罷
免
記
事
に
は
、
こ
の
李
燾
注
は
無
い
。

　

同
じ
く
惇
の
發
言
を
採
り
な
が
ら
E
ⓔ
と
ⓑ
と
で
は
、乾
學
等
に
一
貫
性
が
缺
如
し
て
い
る
。
ⓑ
「
保
甲
保
馬
云
云
」
の
場
合
乾
學
等
は
、『
紀
事
本
末
』

「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
と
同
じ
く
、
こ
れ
を
惇
と
「
同
列
」
と
の
論
爭
の
語
（
又
嘗
與
同
列
爭
曰
）
と
す
る
。「
差
役
」
當
該
條
に
、
光
と
の
論
爭
を
不
合

理
と
す
る
李
燾
注
が
、
無
い
に
も
拘
わ
ら
ず
で
あ
る
。
一
方
ⓔ
は
、「
逐
小
人
上
」
に
お
け
る
「
及
惇
與
同
列
于
簾
前
云
云
」
を
採
ら
ず
、
敢
て
明
人
三

書
に
從
い
光
と
の
論
爭
の
語
と
す
る
。
應
旂
C
に
倣
い
「
謔
侮
」
も
加
え
ら
れ
、「
奉
陪
喫
劍
」
と
も
相
俟
っ
て
、
惇
の
「
小
人
」
が
強
調
さ
れ
る
。
先

行
す
る
三
書

│
お
よ
び
邵
伯
温

│
の
拘
束
力
を
示
す
、
一
例
證
で
は
あ
る
。
だ
が
一
面
で
は
、『
紀
事
本
末
』「
用
舊
人
上
」
に
據
れ
ば
獲
得
し
得
た
、

光
謁
告
期
間
に
つ
い
て
の
的
確
な
理
解
の
、
乾
學
等
に
お
け
る
缺
如
も
指
摘
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
畢
沅
F
は
、
特
に
『
長
編
』
二
月
丁
亥
、
閏
二

月
辛
亥
兩
條
李
燾
注
を
、
利
用
し
得
る
立
場
に
在
っ
た
。
F
に
お
い
て
は
乾
學
等
の
こ
の
不
備
は
、
解
消
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
二

月
、「
丙
子
」

│
丁
亥

│
閏
二
月
辛
亥
兩
條
も
例
の
如
く
、E
ⓑ
ⓔ
の
踏
襲
に
過
ぎ
な
い
。
別
稿
に
お
け
る
文
彦
博
平
章
軍
國
重
事
就
任
の
事
例
同
樣
、

畢
沅
に
お
い
て
李
燾
注
が
果
た
し
て
、
檢
討
の
對
象
で
あ
り
得
た
か
す
ら
、
疑
問
で
あ

）
25
（る

。

Ⅴ
、
光
と
蔡
京

　

乾
學
等
E
ⓓ
二
月
辛
未
（
十
二
日
）
條
は
次
の
如
く
で
あ
り
、
畢
沅
F
同
月
同
日
條
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。「
司
馬
光
復
差
役
法
、
旣
得
旨
、
知
開
封

府
蔡
京
、
卽
用
五
日
限
、
令
兩
縣
差
一
千
餘
人
充
役
、
亟
詣
東
府
白
光
、
光
喜
曰
、
使
人
人
如
侍
制
、
何
患
法
之
不
行
乎
。
議
者
謂
、
京
但
希
望
風
旨
、

苟
欲
媚
光
、非
其
實
也
」
惇
の
「
保
甲
保
馬
云
云
」
と
同
じ
く
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
當
該
部
分
④
と
ほ
ぼ
一
致
し
、そ
の
故
に
、應
旂
C
・

宗
沐
D
に
至
る
ま
で
の
「
政
事
堂
」
が
「
東
府
」
に
、
改
め
ら
れ
て
は
い
る
。
だ
が
「
奉
陪
喫
劍
」
を
惇
の
光
に
對
す
る
簾
前
で
の
發
言
と
し
て
、
光
謁

告
に
つ
い
て
の
理
解
缺
如
を
露
呈
し
て
い
る
以
上
、
乾
學
等
が
、
京
の
光
に
對
す
る
報
告
の
場
が
、「
東
府
」
で
あ
る
必
然
性
を
、
認
識
し
て
い
た
と
は



24

み
な
し
得
な
い
。「
政
事
堂
」
と
「
東
府
」
と
の
異
同
は
恐
ら
く
は
、
乾
學
等
に
お
い
て
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
乾
學
等
が
敢
て
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」

を
採
っ
た
の
は
、『
宋
史
』
卷
四
七
二
京
傳
・
明
人
四
書
に
は
無
い
、「
議
者
謂
、
京
但
希
望
風
旨
云
云
」
が
、
有
っ
た
故
で
あ
ろ
う
。
光
に
雷
同
し
た
京

の
卑
小
、
そ
の
「
小
人
」
性
の
指
摘
に
着
目
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
長
編
』
二
月
丁
亥
條
當
該
部
分
は
、
伯
温
『
聞
見
録
』
お
よ
び
紹
聖
三
年
十
二

）
26
（月

己
未
の
侍
御
史
董
敦
逸
上
奏
に
據
る
と
、
李
燾
注
は
い
い
、
二
者

と
敦
逸
に
對
す
る
京
の
反
論
を
載
せ
る
。李
燾
は
こ
こ
で
も
光
謁
告
の
期
間
を
明
示
し
た
あ
と
、「
此
の
時
温
公
臥
家
し
あ
れ
ば
伯
温
の
所
聞
必
ず
誤
れ
り
、

或
は
温
公
嘗
て
京
を
召
し
東
府
に
至
ら
し
め
し
か
」
と
い
い
、「
政
事
堂
」
を
却
け
る
。「
東
府
」
を
選
擇
し
た
李
燾
の
根
據
は
京
の
反
論
で
あ
あ
ろ
う
。

紹
聖
の
當
時
翰
林
學
士
承
旨
で
あ
っ
た
京
は
敦
逸
の
彈
劾
に
對
し
、
①
開
封
府
は
自
來
京
城
内
の
公
事
の
み
管
勾
し
、
役
法
は
諸
縣
が
擔
當
し
た
、
②
開

封
・
祥
符
兩
縣
は

│
詔
令
と
し
て

│
行
下
さ
れ
た
光
正
月
「
箚
子
」
内
に
「
卽
便
施
行
せ
よ
」
と
有
っ
た
故
に
、
た
だ
ち
に
施
行
し
た
。
③
開
封
府

は
諸
縣
の
法
文
遵
守
を
禁
止
し
得
な
い
、
④
だ
が
敢
て
坐
視
せ
ず
、
點
檢
等
の
名
目
で
諸
縣
に
差
官
し
看
詳
商
量
さ
せ
た
、
⑤
閏
二
月
に
は
、
諸
縣
が
申

到
し
た
「
未
可
施
行
事
」
に
つ
き
、
本
府
が
上
奏
す
る
か
或
い
は
、
提
點
府
界
諸
縣
鎮
公
事
司
に
看
詳
さ
せ
る
か
を
乞
う
た
、
⑥
敕
命
に
よ
り
提
點
司
と

同
具
聞
奏
せ
し
め
ら
れ
た
、
⑦
こ
れ
に
よ
り
臣
が

│
光
に
雷
同
し
た
の
で
は
な
く

│
可
否
を
論
列
し
た
こ
と
は
證
明
で
き
る
等
と
反
論
し
、「
其
司

馬
光
、
因
此
三
次
召
臣
到
東
府

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
詰
責
不
差
衙
前
、
幷
有
何
利
害
差
官
相
度
因
依
、
怒
見
辭
色
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
い
う
。
謁
告
直
後
の
光
の
三

省
宛
書
簡
に
、「
前
日
蔡
尹
來
言
、
開
封
有
巨
盜
云
云
」
と
み
え
る
か
ら
、
京
の
「
東
府
」
訪
問
は
必
ず
し
も
、
役
法
を
め
ぐ
る
「
三
次
」
ば
か
り
で
は

な
い
。
た
だ
李
燾
所
引
の
限
り
で
は
京
自
身
も
、
次
に
み
る
敦
逸
も
、
光
「
箚
子
」「
得
旨
」
五
日
後
の
光
に
對
す
る
報
告
に
は
、
言
及
し
て
い
な
い
。

謁
告
中
の
光
ヘ
の
報
告
が
、
事
實
有
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
場
は
、「
東
府
」
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
旣
に
『
聞
見
録
』
同
一
條
が
、
實
際
に
は
有
り

得
ぬ
簾
前
で
の
惇
と
光
と
の
論
爭
を
傳
え
る
以
上
、
京
の
報
告
の
有
無
自
體
も
、
あ
る
い
は
疑
い
得
る
。
そ
の
有
無
が
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
京
が
開

封
・
祥
符
兩
縣
に
お
け
る
、
短
時
日
で
の
差
役
法
回
歸

│
光
「
箚
子
」
の
「
卽
便
施
行
」

│
を
、
少
な
く
と
も
阻
害
し
て
い
な
い
事
實
は
、
看
過
さ

る
べ
き
で
は
な
い
（『
司
馬
公
集
』
卷
六
三
「
三
省
咨
目
」）。

　
『
長
編
』
二
月
丁
亥
條
は
末
尾
に
「
故
蘇
轍
首
以
爲
言
」
七
字
が
有
る
以
外
、
當
然
な
が
ら
、
乾
學
等
E
ⓓ
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
光
の
語
「
何
患
法

之
不
行
乎
」
ま
で
は
、「
令
兩
縣
差
一
千
餘
人
充
役
」
を
恐
ら
く
は
敦
逸
上
奏
に
採
る
以
外
は
、
主
に
伯
温
『
聞
見
録
』
に
據
る
。「
議
者
謂
、〈
中
略
〉、
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

非
事
實
也
」
は
、
敦
逸
上
奏
の
李
燾
に
よ
る
要
約
と
考
え
ら
れ

）
27
（る

。「
元
祐
初
司
馬
光
秉
政
、
蔡
京
知
開
封
府
、
光
唱
京
和

4

4

4

4

、
首
變
先
帝
之
法
、
行
下
諸
縣
、

各
〔
欲
？
〕
希
望
風
旨

4

4

4

4

、
只
〔
如
？
〕
祥
符
一
縣
、
數
日
之
間
、
差
撥
役
人
一
千
一
百
餘
人
、
是
後
行
於
畿
邑
、
遍
於
諸
路
、
皆
是
蔡
京
首
爲
從
順
、
何

其
變
之
速
也
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
が
、
李
燾
注
所
引
の
敦
逸
上
奏
で
あ
る
。
京
の
光
ヘ
の
附
和
、
祥
符
縣
に
お
け
る
「
差
撥
役
人
」
が
諸
路
の
差
役

復
活
の
、
濫
觴
と
な
っ
た
と
敦
逸
は
彈
劾
す
る
。
李
燾
は
あ
る
い
は
、「
議
者
（
敦
逸
）」
の
發
言
「
希
望
風
旨
」
等
に
假
り
て
、
自
身
の
蔡
京
觀
を
再
確

認
し
た
如
く
で
は
あ
る
。
だ
が
紹
聖
新
法
黨
政
權
下
に
お
い
て
彈
劾
さ
る
べ
き
惡
と
、元
祐
に
お
け
る
そ
れ
と
は
、自
ず
か
ら
異
な
る
。
李
燾
の
所
謂
「
故

蘇
轍
首
以
爲
言
」
は
、
い
さ
さ
か
誤
解
を
與
え
易
い
。『
宋
史
』
京
傳
は
、「
政
事
堂
」
に
お
け
る
京
の
光
ヘ
の
報
告
を
傳
え
た
あ
と
、「
已
而
臺
諫
言
京

姦
邪
壞
法
云
云
」
と
い
う
。
祥
符
等
に
お
け
る
「
五
日
」
以
内
の
「
差
撥
役
人
」
を
、
元
祐
の
臺
諫
は
、
差
役
法
に
對
す
る
破
壞
行
爲
と
み
な
し
た
（『
長

編
』
卷
三
六
七
／
一
五
〜
一
七
）。

　

轍
等
元
祐
の
臺
諫
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
五
日
」
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
有
る
。「
五
日
」
は
、
差
役
法
を
復
活
す
ベ
き
期
限
で
は
な
い
。

縣
が
、
差
役
を
實
施
す
る
う
え
で
の
、
地
域
差
等
阻
害
要
因

│
「
妨
礙
」

│
を
、
州
に
上
申
す
る
に
際
し
與
え
ら
れ
た
期
限
が
、「
五
日
」
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
、上
申
は
轉
運
司
に
集
約
さ
れ
、轉
運
司
は
そ
の
「
可
取
者
」
を
一
季
内
に
具
奏
し
、「
一
路
一
州
一
縣
敕
」
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

た
だ
し
「
妨
礙
」
が
無
い
場
合
、
差
役
を
「
卽
便
施
行
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
正
月
二
十
二
日
上
奏
に
係
る
光
の
「
乞
罷
免
役
錢
依
舊
差
役
箚
子
」

に
い
う
。「
然
尚
慮
天
下
役
人
利
害
逐
處
各
有
不
同
、〈
中
略
〉。
若
依
今
來
指
揮
別
無
妨
礙
可
以
施
行
、
卽
便
依
此
施
行
、
若
有
妨
礙
施
行
未
得

4

4

4

4

4

4

4

4

、
卽4

仰4

限
敕
到
五
日
内

4

4

4

4

4

4

、
具
利
害
擘
畫
申
本
州

4

4

4

4

4

4

4

4

、
仰
本
州
、
類
聚
諸
縣
所
申
、
擇
其
可
取
者
、
限
敕
到
一
月
内
、
具
利
害
擘
畫
申
轉
運
司
、
仰
轉
運
司
、
類
聚
諸

州
所
申
、
擇
其
可
取
者
、
限
敕
到
一
季
内
、
具
利
害
畫
一
奏
聞
。
朝
廷
候
奏
到
、
委
執
政
官
再
加
看
詳
、
各
隨
宜
修
改
、
別
作
一
路
一
州
一
縣
敕
施
行
云

云
〔
傍
點
引
用
者
〕」「
具
利
害
擘
畫
」
と
は
、
問
題
點
（
妨
礙
）
を
指
摘
し
そ
の
對
應
策
を
提
示
す
る
意
で
あ
ろ
う
。
王
覿
等
臺
諫
の
抵
抗
に
よ
り
廢
案

と
な
っ
た
所
謂
「
實
封
狀
之
法
」

│
惇
「
箚
子
」

│
は
、
轉
運
・
提
舉
司
お
よ
び
州
縣
に
そ
れ
ぞ
れ
、
二
箇
月
の
期
限
を
與
え
て
い
る
。
特
に
州
縣

に
は
大
幅
な
報
告
期
限
の
延
長
を
認
め
る
、
光
「
箚
子
」
の
修
正
案
で
あ
っ
た
。
惇
は
そ
の
駁
奏
で
、
州
縣
の
「
擘
畫
」
は
所
定
の
期
限
内
に
は
實
行
不

可
能
で
あ
り
、「
箚
子
」
當
該
部
分
は
空
文
に
過
ぎ
ぬ
と
斷
定
し
、「
且

そ
も
そ
も諸

縣
旣
に
迫
る
に
五
日
の
限
を
以
て
す
れ
ば
苟
且
施
行
す
ら
猶
恐
ら
く
は
暇い

と
まあ

ら

ず
、
何
に
由
り
て
か
更
に
利
害
を
具
し
て
申
陳
す
べ
き
、
諸
州
何
に
由
り
て
か
擘
畫
す
ベ
き
云
云
」
と
論
ず
る
。
開
封
・
祥
符
兩
縣
で
は
惇
の
所
謂
「
苟
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且
施
行
」
が
、
強
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

右
司
諫
蘇
轍
は
、
李
燾
が
閏
二
月
庚
寅
（
二
日
）
に
繫
け
る
上
奏
に
お
い
て
い
う
。「
臣
近
奏
乞
取
問
開
封
府
官
吏
、
明
知
熙
寧
以
前
舊
法
役
人
數
目

顯
有
冗
長
、
並
不
依
近
降
指
揮

4

4

4

4

相
度
申
請
、
便
盡
數
差
撥
、
及
朝
旨
本
無
日
限

4

4

4

4

4

4

、
輒
敢
差
人
監
勒
、
於
數
日
内
蹙
泊
了
當
、
故
意
擾
民

4

4

4

4

、
以
壞
成
法

4

4

4

4

云
云

〔
傍
點
引
用
者
〕」「
近
降
指
揮
」
と
は
、「
妨
礙
」
が
有
っ
た
場
合
五
日
以
内
の
「
具
利
害
擘
畫
」
を
縣
に

│
州
の
場
合
一
月
以
内

│
命
じ
る
こ
と
と

し
た
、光
「
箚
子
」
の
一
節
を
い
う
。「
又
朝
旨
云
云
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、光
「
箚
子
」
に
は
差
役
施
行
の
期
限
は
、具
體
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
光
「
箚
子
」
が
主
張
す
る
、
熙
寧
以
前
の
役
人
額
へ
の
回
歸
は
疑
う
べ
く
も
無
く
、「
妨
礙
」
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
開
封
・
祥
符
兩
縣
は
こ
れ

を
具
申
す
る
こ
と
無
く
、「
箚
子
」
に
則
り
差
撥
を
強
行
し
た
。
轍
は
こ
れ
を
差
役
法
に
對
す
る
破
壞
行
爲
と
み
な
す
。
同
じ
く
轍
の
同
月
丙
午
（
十
八
日
）

上
奏
に
い
う
。「
訪
聞
、
近
日
諸
路
監
司
州
郡
、
多
以
二
月
六
〔
七
〕
日
所
降
差
役
指
揮
有
不
便
事
節
、
未
敢
便
行
、
各
具
利
害
奏
聞
、
顯
見
事
理
明
白

人
情
不
遠
、
苟
無
挾
邪
壞
法
之
意
、
誰
不
論
列
。
獨
蔡
京
以
侍
從
之
臣
居
首
善
之
地
、
更
無
一
言
、
只
于
數
日
内
催
迫
了
當
、
用
意
不
臧
、
深
可
忿
疾
云

云
」
光
「
箚
子
」

│
「
差
役
指
揮
」

│
の
「
不
便
事
節
」
を
「
奏
聞
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
妥
當
で
あ
り
、「
論
列
」
せ
ず
「
便
行
」
し
た
蔡
京
に
は
「
挾

邪
壞
法
之
意
」
が
有
り
、「
用
意
不
臧
」
で
あ
る
と
の
論
で
あ
ろ

）
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（う
。
京
は
光
へ
の
雷
同
の
故
に
彈
劾
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

轍
の
十
八
日
上
奏
は
冒
頭
で
、
惇
を
も
糾
彈
す
る
。
惇
は
三
省
と
と
も
に
光
「
箚
子
」
を
審
議
し
た
際
、
そ
の
「
疏
略
差
誤
」
を
知
り
な
が
ら
、
三
省

に
雷
同
し
て
簽
書
し
、「
箚
子
」
の
「
得
旨
」
行
下
後
に
駁
奏
し
た
。
駁
奏
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
方
で
「
箚
子
」
に
依
遵
し
て
差
役
法
（
定
差
）
を

施
行
さ
せ
、
一
方
で
差
役
さ
れ
る
當
事
者
（
被
差
人
戸
）
に
、
利
害
を
具
し
て
「
實
封
聞
奏
」
さ
せ
る
よ
う
乞
う
て
い
る
（「
實
封
狀
之
法
」）。「
被
差
之

人
」
に
「
箚
子
」
の
「
不
便
」
を
痛
感
さ
せ
、「
人
人
司
馬
光
と
敵
と
爲
」
ら
し
め
よ
う
と
し
た
と
し
、「
但
だ
光
の
言
の
不
效
を
得
れ
ば
則
ち
朝
廷
利
害

は
顧
み
ず
」
と
、
轍
は
い
う
。
京
と
惇
と
に
對
す
る
彈
劾
か
ら
す
れ
ば
、
光
「
箚
子
」
の
教
條
主
義
的
遵
守
、
あ
る
い
は
一
部
修
正
を
施
し
た
う
え
で
の

そ
の
維
持
さ
え
も
が
、
差
役
法
ヘ
の
破
壞
行
爲
と
斷
ぜ
ら
れ
て
い
る
（『
長
編
』
卷
三
六
八
／
一
二
〜
一
三
、
同
卷
三
六
九
／
一
四
〜
一
六
）。

　

王
覿
は
、
新
法
黨
宰
執
の
反
差
役
法
戰
略
を
三
段
階
に
分
け
た
。
惇
の
建
議
に
係
る
「
實
封
狀
之
法
」
が
「
終
」、
そ
の
駁
奏
が
「
中
」
で
あ
り
、
兩

者
に
先
行
す
る
第
一
段
階
を
「
初
則
但
録
司
馬
光
『
箚
子
』
行
下
、
不
立
條
目
、
以
幸
其
失
」
と
す
る
。
二
月
二
日
に
「
得
旨
」
し
た
正
月
二
十
二
日
光

「
箚
子
」
は
、
施
行
細
則
等
附
帶
事
項
を
一
切
加
え
ぬ
ま
ま
、
翌
七
日
に
行
下
さ
れ
た
。
轍
は
い
う
。「
兼
ね
て
臣
竊
か
に
觀
る
に
司
馬
光
前
件
『
箚
子
』
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

條
陳
せ
る
差
役
事
件
大
綱
已
に
允
當
を
得
た
る
も
、
然
れ
ど
も
其
の
間
疏
略
を
免
か
れ
ず
及
び
小
か
差
誤
有
り
、
執
政
大
臣
豈
に
知
ら
ざ
る
有
ら
ん
や
、

若
し
公
心
共
濟
せ
ん
と
す
れ
ば
卽
ち
合
に
光
の
所
請
に
據
り
大
意
を
推
行
し
小
節
を
修
完
し
然
る
後
行
下
す
べ
し
、
今
但
だ
『
箚
子
』
を
備
録
し
前
に
光

の
姓
名
を
坐
し
後
に
聖
旨
『
奏
ニ
依
レ
』
を
坐
す
る
の
み
な
る
は
、
其
の
意
知
る
可
し
、
今
自
り
以
往
其
れ
必
ず
人
中
外
異
同
の
論
に
借
り
以
て
大
議
を

搖
動
す
る
有
ら
ん
」。
修
正
・
補
足
を
施
さ
れ
ず
行
下
さ
れ
た
「
箚
子
」
原
文
は
、
そ
の
「
疏
略
」「
差
誤
」
等
不
備
の
故
に
、
必
然
「
異
同
の
論
」
を
惹

起
し
、
こ
れ
を
反
差
役
法
の
議
論
に
利
用
し
得
る
。
敢
て
光
「
箚
子
」
を
行
下
し
た
、
新
法
黨
宰
執
の
意
圖
は
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
轍
の
主
張
で

あ
ろ
う
。
旣
に
、
行
下
さ
れ
た
「
箚
子
」
に
光
の
姓
名
が
附
さ
れ
て
い
る
以
上
、
役
法
の
不
備
へ
の
不
滿
は
容
易
に
、
光
の
責
任
追
及
に
直
結
し
得
る
。

光
の
權
威
の
低
下
な
い
し
は
失
墜
は
、
爾
後
の
役
法
の
如
何
の
み
な
ら
ず
、
當
時
な
お
基
盤
の
脆
弱
な
舊
法
黨
政
權
の
存
續
に
も
影
響
し
得
る
。
轍
は
あ

る
い
は
こ
れ
を
す
ら
危
惧
し
た
で
あ
ろ
う
。
轍
の
所
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
例
え
ば
光
「
箚
子
」
を
維
持
し
つ
つ
實
施
さ
れ
る
「
實
封
狀
之
法
」
は
、
差
役

法
に
對
す
る
新
法
黨
宰
執
の
消
極
的
抵
抗
、
遲
滯
策
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、「
箚
子
」
不
備
指
摘
の
機
會
を
當
役
人
戸
（
被
差
人
戸
）
に
ま
で
擴
大
し
、

つ
い
に
は
「
箚
子
」
自
壞
の
促
進
を
目
指
す
、確
信
犯
的
積
極
策
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
光
の
正
月
二
十
二
日
「
箚
子
」
は
そ
の
「
疏
略
」
等
不
備
の
故
に
、

そ
れ
自
體
が
、
差
役
法
復
活
の
阻
害
要
因
で
あ
り
得
た
（『
欒
城
集
』
卷
三
六
「
論
罷
免
役
錢
行
差
役
法
狀
」、『
長
編
』
卷
三
六
六
／
一
一
〜
一
二
）。

　

光
の
「
箚
子
」
が
縣
に
與
え
た
期
限
「
五
日
」
を
、
惇
は
「
太
迫
」
と
評
す
る
が
、「
箚
子
」
が
三
省
に
下
さ
れ
て
以
後
、「
得
旨
」
行
下
に
至
る
ま
で

の
日
程
も
、「
太
迫
」
の
毀
り
を
免
か
れ
な
い
。
す
で
に
み
た
如
く
、李
燾
お
よ
び
惇
駁
奏
冒
頭
郎
分
に
據
れ
ば
、正
月
二
十
二
日
上
奏
さ
れ
た
光
「
箚
子
」

は
、
二
月
三
日
の
三
省
へ
の
行
下
ま
で
略
十
日
、
留
中
さ
れ
た
。
惇
等
樞
密
院
官
を
加
え
、
内
容
が
檢
討
・
審
議
（
聚
廳
商
量
）
さ
れ
た
の
は
、
僅
か
に

二
月
五
日
一
日
に
過
ぎ
な
い
。
事
前
に
惇
を
除
く
三
省
の
み
の
商
量
が
有
っ
た
と
し
て
も
、
最
大
三
日
・
四
日
兩
日
が
、
そ
れ
に
充
て
得
た
時
日
で
あ
る
。

「
箚
子
」
の
可
及
的
速
か
な
實
施
を
、
高
氏
が
指
示
し
た
形
迹
を
、
惇
の
發
言
に
は
見
出
し
得
な
い
。
日
程
の
「
太
迫
」
は
呂
公
著
を
除
く
、
蔡
確
等
三

省
宰
執
の
選
擇
に
係
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
選
擇
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
箚
子
」
の
「
大
意
」
を
尊
重
す
る
故
に
、
修
正
を
加
え
な
が
ら
そ
の
熟
成

を
期
す
善
意
は
、
窺
い
難
い
。
駁
奏
に
據
れ
ば
惇
は
、「
箚
子
」
の
檢
討
に
は
「
三
五
日
」
を
要
す
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
だ
が
恐
ら
く
は
三
省
は
、

二
月
三
日
・
四
日
の
間
に
す
で
に
、「
箚
子
」
の
「
疏
略
」
等
不
備
を
檢
知
し
、
そ
の
利
用
價
値
を
確
信
す
る
と
と
も
に
、
早
急
に
「
得
旨
」
施
行
す
る

こ
と
で
合
意
し
た
。
惇
に
據
れ
ば
三
省
は
前
年
秋
以
來
光
と
と
も
に
、
役
法
を
商
議
し
て
い
た
。
自
然
光
の
主
張
の
骨
子
は
す
で
に
知
悉
さ
れ
、「
箚
子
」
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に
お
け
る
「
疏
略
」
等
の
摘
出
は
、
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
光
は
謁
告
直
後

│
正
月
二
十
一
日
で
あ
ろ
う

│
そ
の
三
省
宛
書
簡
（「
三

省
咨
目
」）
に
お
い
て
、
役
法
を
め
ぐ
る
上
奏
を
豫
告
し
て
い
る
か

）
29
（ら

、
こ
れ
を
想
定
し
、
高
氏
か
ら
の
行
下
ま
で
の
間
具
體
的
對
應
を
、
協
議
し
得
た

で
あ
ろ
う
。
惇
駁
奏
か
ら
す
れ
ば
二
月
五
日
の
聚
廳
商
量
に
お
い
て
、「
箚
子
」
に
つ
い
て
の
實
質
審
議
が
爲
さ
れ
た
形
迹
は
、
無
い
。
次
相
韓
縝
の
發

言
に
對
す
る
特
段
の
異
議
も
、
見
出
し
得
な
い
。
旣
定
路
線
延
い
て
は
事
前
謀
議
の
存
在
を
、
傍
證
す
る
で
あ
ろ
う
。
縝
の
「
司
馬
光
の
文
字
豈
に
敢
て

住
滯
す
べ
け
ん
や
云
云
」
は
、光
の
權
威
の
尊
重
に
藉
口
し
、「
箚
子
」
の
無
修
正
を
正
當
化
し
つ
つ
、旣
定
路
線
の
追
認
を
迫
っ
た
發
言
と
み
な
し
得
る
。

　

無
修
正
の
ま
ま
の
光
「
箚
子
」
行
下
に
、
新
法
黨
宰
執
が
、
黨
派
の
利
益
を
見
出
し
た
と
す
れ
ば
、
聚
廳
商
量
前
日
に
參
加
を
要
請
し
た
惇
に
、
彼
ら

が
期
侍
し
た
の
は
、「
得
旨
」
行
下
以
前
に
お
け
る
「
箚
子
」
の
論
破
で
は
あ
る
ま
い
。
論
破
で
あ
る
に
し
て
も
行
下
後
の
そ
れ
で
あ
る
。
行
下
施
行
さ

れ
そ
の
「
疎
略
」
が
、
多
數
の
前
に
明
ら
か
と
な
っ
た
「
箚
子
」
に
對
す
る
論
破
は
、
よ
り
效
果
的
で
も
あ
る
。
惇
は
そ
の
駁
奏
で
、
自
身
が
決
定
に
至

る
ま
で
の
過
程
に
お
け
る
、
い
わ
ば
局
外
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
「
旣
不
曾
素
與
議
論
、
又
不
曾
細
看
文
字
、
其
間
利
害
斷
未
敢
措
詞
云
云
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
惇
は
、
蔡
確
が
商
議
へ
の
參
加
を
要
請
し
た
故
に
、
役
法
に
つ
い
て
の
發
言
權
を
得
た
。
そ
の
參
加
が
聚
廳
商
量
の
前
日
で
あ
る
故
に
、

決
定
過
程
へ
の
關
預
稀
薄
な
局
外
者
を
、
主
張
す
る
こ
と
を
得
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
確
等
三
省
宰
執
と
惇
と
の
、
事
前
の
通
同
は
疑
う
べ
き
で
あ
る
。

　

か
か
る
一
貫
し
た
對
差
役
法
な
い
し
は
、
對
司
馬
光
戰
略
を
想
定
し
得
る
な
ら
ば
、
蔡
京
に
お
け
る
「
五
日
」
以
内
の
役
人
差
撥
も
、
そ
の
一
環
に
ほ

か
な
ら
ぬ
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
光
「
箚
子
」
の
忠
實
な
實
施
は
、
京
一
個
の
資
質
に
由
來
す
る
雷
同
で
は
あ
り
得
ま
い
。
乾
學
等
E
ⓓ
は
、
恐
ら
く

は
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
二
月
丁
亥
條
か
ら
、「
故
蘇
轍
首
以
爲
言
」
七
字
を
削
除
し
た
。「
差
役
」
は
、
轍
が
開
封
府
官
吏
と
京
を
彈
劾
し
た
、
そ
の

閏
二
月
庚
寅
上
奏
を
採
録
す
る
か
ら
、
乾
學
等
は
、
開
封
・
祥
符
兩
縣
に
お
け
る
役
人
差
撥
を
、
元
祐
の
臺
諫
が
如
何
に
論
じ
た
か
そ
の
一
端
を
、
知
り

得
る
立
場
に
在
っ
た
。
畢
沅
F
は
李
燾
注
に
據
っ
て
「
議
者
」
の
所
謂
「
希
望
風
旨
」
が
、
紹
聖
の
御
史
敦
逸
の
語
で
あ
り
、
元
祐
の
臺
諫
の
そ
れ
で
は

な
い
こ
と
を
、
知
り
得
た
。『
長
編
』
所
載
の
轍
を
始
め
と
し
た
元
祐
臺
諫
の
發
言
を
通
じ
、
光
「
箚
子
」
と
そ
の
實
施
が
如
何
な
る
問
題
を
派
生
し
得

た
か
も
、
知
り
得
る
立
場
に
在
っ
た
。
だ
が
乾
學
等
よ
り
惠
ま
れ
た
史
料
環
境
を
活
用
し
、
章
學
誠
の
所
謂
「
推

）
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（廣

」
に
努
め
て
は
い
な
い
。

　

敦
逸
の
彈
劾
を
採
用
し
た
點
で
、李
燾
の
責
仕
も
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
李
燾
は
伯
温
の
京
に
對
す
る
論
評
「
眞
小
人
耳
」
の
補
強
材
料
と
し
て
、

敦
逸
の
語
を
採
っ
た
如
く
で
あ
る
。「
蔡
京
前
後
觀
望
反
覆
、
賢
如
温
公
、
暴
如
子
厚
（
惇
）、
皆
足
以
欺
之
、
眞
小
人
耳
」
と
伯
温
は
い
う
。
元
祐
初
に
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

は
光
「
箚
子
」
に
從
い
役
人
を
差
撥
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
紹
聖
初
に
は
宰
相
惇
に
、
雇
役
の
復
活
に
は
熙
寧
・
元
豐
の
法
を
用
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と

助
言
し
た
と
し
て
、
伯
温
は
か
く
論
評
す
る
。
伯
温
は
京
を
、
政
權
黨
が
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
、
隨
時
雇
役
と
差
役
を
使
い
分
け
上
位
者
に
雷
同
す

る
、
定
見
無
き
機
會
主
義
的
「
小
人
」
と
み
な
し
た
。
李
燾
に
よ
る
敦
逸
彈
劾
の
要
約
「
議
者
謂
云
云
」
に
も
、
か
か
る
伯
温
の
京
評
價
が
投
影
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
想
定
の
如
く
元
祐
初
の
役
人
差
撥
が
、
反
差
役
戰
略
の
一
環
で
も
あ
る
な
ら
ば
、
紹
聖
の
惇
ヘ
の
助
言
と
の
間
に

蔡
京
に
お
い
て
、
責
め
ら
れ
る
べ
き
特
段
の
矛
盾
は
無
い
。
一
方
李
燾
が
、
傳
聞
か
ら
抽
出
さ
れ
た
伯
温
の
所
見
の
補
強
を
期
す
な
ら
ば
、
本
來
元
祐
初

年
の
事
例
を
用
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
だ
が
當
該
期
の
轍
を
始
め
と
し
た
臺
諫
の
發
言
に
、
京
の
光
へ
の
雷
同
、
雷
同
故
の
光
「
箚
子
」
の
「
卽
便
施
行
」

を
糾
彈
し
た
そ
れ
は
、
見
出
し
難
い
。
そ
の
故
に
李
燾
は
、「
希
望
風
旨
」
を
彈
劾
す
る
敦
逸
の
語
を
以
て
、
こ
れ
に
代
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
宋
人

李
燾
は
恐
ら
く
は
、「
政
事
堂
」
の
當
否
以
外
は
伯
温
の
所
見
、
そ
の
提
示
す
る
蔡
京
像
に
贊
同
す
る
故
に
、
か
か
る
「
編
年
例
」
に
抵
觸
す
る
操
作
を
、

施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
敦
逸
の
彈
劾
は
、「
希
望
風
旨
」
等
語
句
の
う
え
で
は
あ
る
い
は
、
伯
温
の
所
見
を
傍
證
し
得
る
に
は
し
て
も
、
李
燾
自
身
が
指

名
し
た
轍
の
發
言
、
例
え
ば
「
蔡
京
知
開
封
府
、〈
中
略
〉
意
欲
擾
民
以
沮
成
法
云

）
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」
は
、
そ
の
傍
證
資
料
で
は
あ
り
得
ま
い
。
李
燾
は
矛
盾
を
露
呈

し
た
。

　
『
宋
史
』
京
傳
に
據
っ
た
で
あ
ろ
う
明
人
四
書
に
は
、
當
然
な
が
ら
、
李
燾
の
「
議
者
謂
云
云
」
は
無
い
（
た
だ
し
京
傳
の
「
已
臺
諫
言
京
挾
邪
壞
法

云
云
」
も
無
い
）。
乾
學
等
E
ⓓ
は
『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
に
據
り
「
議
者
謂
云
云
」
を
繼
承
し
、
畢
沅
F
二
月
辛
未
條
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。
兩
者
は

李
燾
を
介
し
て
伯
温
に
お
け
る
、「
眞
小
人
」
蔡
京
の
像
を
傳
承
し
た
と
い
え
る
。『
長
編
』
の
場
合
は
末
尾
に
「
故
蘇
轍
首
以
爲
言
」
七
字
が
有
る
故
に
、

こ
れ
を
手
掛
り
に
、
元
祐
初
年
の
蔡
京
が
必
ず
し
も
伯
温
に
お
け
る
そ
の
像
に
、
符
合
し
な
い
こ
と
を
知
り
得
る
。
七
字
を
削
除
し
た
E
、
こ
れ
を
踏
襲

し
た
F
に
は
そ
の
餘
地
は
無
い
。
し
か
も
E
は
、
開
封
府
官
吏
と
京
と
を
彈
劾
す
る
、『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
閏
二
月
庚
寅
條
轍
上
奏
を
、
F
は
『
長
編
』

所
載
の
京
等
を
彈
劾
す
る
當
時
臺
諫
の
一
連
の
そ
れ
を
、
採
録
し
な
い
。
こ
の
一
條

│
E
ⓓ
、
F
二
月
辛
未
條

│
か
ら
す
れ
ば
、
伯
温
以
來
の
蔡
京

像
の
固
着
は
、明
人
四
書
以
上
に
進
行
し
た
如
く
で
あ
る
。
無
修
正
の
ま
ま
の
光
「
箚
子
」
行
下
を
、新
法
黨
宰
執
の
惡
意
と
み
な
す
、例
え
ば

│
『
紀

事
本
末
』「
差
役
」
に
有
る

│
轍
の
「
論
罷
免
役
錢
行
差
役
法
狀
」
も
、
兩
者
は
採
録
し
な
い
。
蔡
京
の
役
人
差
撥
を
契
機
に
暴
か
れ
た
と
い
え
る
、

光
「
箚
子
」
に
お
け
る
舊
法
黨
に
と
っ
て
の
負
の
側
面
も
、
結
果
的
に
で
は
あ
れ
、
ほ
ぼ
隱
蔽
さ
れ
る
に
至
っ
た
。



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
六
五
号

30

結
語
に
か
え
て

　

乾
學
等
E
に
は

│
多
分
に
『
紀
事
本
末
』
に
據
り
得
た
故
に

│
明
人
の
四
書
に
比
べ
、
改
善
さ
れ
た
點
を
認
め
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
別

稿
に
お
い
て
主
に
明
人
四
書
に
見
出
し
得
た
、
い
く
つ
か
の
特
徴

│
往
往
に
し
て
負
の
そ
れ

│
も
ま
た
、
皆
無
で
は
な
い
。
例
え
ば
元
祐
元
年
二
月

か
ら
三
月
に
露
わ
れ
る
、
日
付
（
干
支
）
の
混
亂
は
、
正
史
た
る
『
宋
史
』
の
尊
重
な
い
し
は
偏
重
が
、
こ
れ
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
。
軾
「
墓
誌
銘
」
に

起
源
す
る
「
獨
以
實
告
」「
謔
侮
」
の
不
適
切
な
引
用
は
、
應
旂
C
の
繼
承
で
あ
り
、
先
行
す
る
「
編
年
」
書
の
後
續
の
そ
れ
に
對
す
る
、
拘
束
力
が
然

ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
元
豐
八
年
五
月
の
光
の
門
下
侍
郎
就
任
記
事
で
は
、
軾
撰
光
「
行
狀
」『
宋
史
』
光
傳
と
『
紀
事
本
末
』
と
の
、
折
衷
が
試
み
ら

れ
て
い
る
が
、
光
の
上
奏
二
首
「
乞
去
新
法
之
病
民
傷
國
者
疏
」
と
「
請
更
張
新
法
箚
子
」
と
を
混
同
す
る
等
の
、
破
綻
を
結
果
し
た
。「
紀
傳
體
」
史

料
を
「
編
年
」
體
に
再
構
成
す
る
に
際
し
、
慎
重
さ
に
不
足
し
た
故
で
あ
ろ
う
。

　

少
な
く
と
も
光
を
め
ぐ
る
諸
例
に
つ
い
て
は
、
畢
沅
F
は
、
ほ
ぼ
E
の
逐
字
的
踏
襲
に
終
始
し
た
。
E
が
依
據
し
た
『
紀
事
本
末
』
で
は
省
略
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
李
燾
注
を
、
畢
沅
は
『
長
編
』
に
據
っ
て
參
照
し
得
た
。
例
え
ば
旣
に
李
燾
注
が
再
三
に
渉
り
、
光
の
謁
告
期
間
ヘ
の
注
意
を
喚
起
し
て
い

る
以
上
、
畢
沅
は
、
簾
前
に
お
け
る
光
と
の
論
爭
が
惇
を
解
任
に
至
ら
し
め
た
と
い
う
、
連
綿
E
ま
で
傳
承
さ
れ
た
虚
構
を
、
修
正
し
て
然
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
だ
が
畢
沅
は
E
を
踏
襲
し
、
虚
構
は
維
持
さ
れ
た
。『
長
編
』
等
を
利
用
し
得
る
故
に
、
章
學
誠
は
畢
沅
に
、
宋
代
史
の
「
推
廣
」
を
期
侍
し
た
。

光
を
め
ぐ
る
諸
例
に
み
る
限
り
「
推
廣
」
の
成
果
は
、
皆
無
と
い
え
る
。

　

明
人
四
書
に
お
け
る
、
多
分
に
『
宋
史
』
に
由
來
す
る
人
物
像
は
、
乾
學
等
E
・
畢
沅
F
に
繼
承
さ
れ
、
そ
の
定
型
化
は
E
F
に
至
り
、
む
し
ろ
強
化

さ
れ
た
。
南
宋
で
す
で
に
理
想
化
さ
れ
て
い
た
光
の
場
合
、
神
話
と
し
て
の
定
型
化
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
神
話
が
、
宋
代
役
法
に
對
す
る
關
心
の
稀
薄
化

と
相
俟
っ
て
、
光
の
い
わ
ば
差
役
法
原
理
主
義
の
精
髄
と
も
い
う
べ
き
正
月
「
箚
子
」
が
、
胚
胎
し
た
諸
問
題
あ
る
い
は
「
箚
子
」
が
派
生
し
た
そ
れ
を
、

乾
學
等

│
お
よ
び
畢
沅

│
に
捨
象
さ
せ
た
、
一
因
を
爲
し
た
で
あ
ろ
う
。
光
の
謁
告
期
間
も
、
も
し
神
話
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
彼
ら
に
お

い
て
、
瑣
末
な
問
題
で
あ
り
得
る
。
だ
が
光
の
最
晩
年
で
あ
る
元
祐
元
年
の
九
箇
月

│
光
は
九
月
初
に
死

）
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（去

│
の
過
半
お
よ
そ
百
五
十
餘
日
、
光
は

謁
告
し
て
い
た
。
八
月
丁
酉
（
十
二
日
）「
疾
作
る
を
以
て
」
政
事
堂
を
早
出
し
、
再
度
謁
告
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
宰
相
在
任
期
間
は
、
五
月
十
二
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光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
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日
「
正
謝
」
か
ら
數
え
れ
ば
、
再
度
の
謁
告
期
間
を
加
算
し
て
さ
え
、
三
箇
月
餘
に
過
ぎ
ぬ
と
も
い
え
る
。「
正
謝
」
以
後
も
高
氏
簾
前
で
、
公
著
等
宰

執
と
の
議
論
に
參
加
し
た
の
は
、『
長
編
』
に
據
る
限
り
八
月
辛
卯
（
六
日
）
に
の
み
、
こ
れ
を
認
め
得
る
。「
正
謝
」
以
後
の
光
の
、
門
下
省
・
尚
書
省

に
お
け
る
執
務
の
實
體
は
、
詳
ら
か
に
し
得
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
政
事
堂
に
お
け
る
宰
執
合
議
（
聚
議
）
お
よ
び
、
簾
前
に
お
け
る
議
論
の
主
導

は
、
恐
ら
く
は
極
め
て
稀
れ
で
あ
っ
た
。
想
定
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
宰
相
光
の
在
り
方
は
他
の
北
宋
の
そ
れ
と
比
べ
、
異
例
と
い
え
る
。
實
態
は
判

然
と
は
し
な
い
が
、「
正
謝
」
以
前
の
光
と
執
政
の
間
に
、
東
府
に
お
け
る
「
商
量
公
事
」
が
有
っ
た
事
實
は
、
疑
い
得
な
い
。
だ
が
閏
二
月
二
日
首
相

を
發
令
さ
れ
た
と
は
い
え
、「
正
謝
」
以
前
の
光
は
、
正
規
の
そ
れ
と
は
み
な
し
難
い
。
首
相
を
發
令
さ
れ
て
い
る
以
上
そ
の
門
下
侍
郎
（
執
政
官
）
は
、

す
で
に
舊
官
で
あ
る
と
も
み
な
し
得
る
。
こ
の
間
光
の
資
格
が
問
題
と
さ
れ
た
形
迹
は
無
い
が
、
か
か
る
立
場
に
在
る
光
が
、
東
府
の
「
商
量
」

│
非

公
式
の
聚
議

│
を
通
じ
政
局
を
主
導
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
異
例
に
屬
す
。
四
月
初
ま
で
は
韓
縝
が
依
然
次
相
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
以
前
は
、
上

奏
に
先
行
し
て
東
府
で
の
「
商
量
」
が
有
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
で
宰
執
の
總
意
が
集
約
さ
れ
た
と
は
、
み
な
し
難
い
。「
商
量
」
か
ら
は
新
法
黨
系

宰
執
が
、排
除
さ
れ
た
可
能
性
も
有
る
。
李
燾
は
光
が
、正
月
二
十
八
日
以
降
も
「
凡
そ
十
有
三
旬
」
謁
告
し
た
が
、「
然
れ
ど
も
奏
疏
相
屬
ぐ
」
と
い
う
。

三
省
・
樞
密
院
に
對
す
る
「
咨
目
」
等
書
簡
を
除
け
ば
、
高
氏
へ
の
上
奏
が
謁
告
中
の

│
あ
る
い
は
「
正
謝
」
後
も

│
光
の
政
治
活
動
の
、
主
體
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
平
章
軍
國
重
事
で
決
着
す
る
に
至
っ
た
文
彦
博
人
事
に
お
い
て
は
、
宰
執
と
の
協
議
の
形
迹
を
見
出
し
得
な
い
。
三
月
ま
で
に

は
呂
公
著
以
外
に
も
、
呂
大
防
・
范
純
仁
が
そ
れ
ぞ
れ
、
尚
書
左
丞
・
同
知
樞
密
院
事
と
し
て
執
政
官
に
加
わ
っ
て
は
い
た
。
だ
が
前
年
の
光
の
「
初
除

門
下
侍
郎
の
日
」
以
來
、
一
貫
し
て
彦
博
人
事
は
、
光
の
密
奏
と
こ
れ
に
對
す
る

│
宦
官
を
介
し
た

│
高
氏
の
回
答
を
以
て
、
進
行
し
た
。
同
列
と

の
合
議
を
拒
否
し
て
君
主
と
の
間
に
形
成
す
る
、
か
か
る
閉
鎖
性
も
、
異
例
以
外
で
は
な
い
。『
長
編
』
に
據
れ
ば
知
り
得
る
、
神
話
と
は
必
ず
し
も
適

合
し
な
い
諸
例
を
、
畢
沅
は
顧
慮
し
て
は
い
な
い
。
彦
博
人
事
に
つ
い
て
は
別
稿
に
み
た
如
く
、
乾
學
等
の
誤
認
を
踏
襲
し
て
も
い
る
。
一
方
で
章
惇
と

蔡
京
を
め
ぐ
る
負
の
神
話
は
、
着
實
に
繼
承
さ
れ
た
、
と
り
わ
け
京
の
事
例
に
お
い
て
は
こ
れ
を
介
し
て
、
役
法
を
め
ぐ
る
黨
爭
の
實
態
等
を
摘
出
し
得

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
と
は
京
一
個
の
卑
小
さ
に
、
矮
小
化
さ
れ
た
（『
長
編
』
卷
三
八
五
／
八
、
同
卷
三
八
四
／
一
五
〜
一
七
）。
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〈
附
記
〉

　

兩
者
を
め
ぐ
る
負
の
神
話
は
、
少
な
く
と
も
宮
崎
市
定
に
は
繼
承
さ
れ
た
。
と
も
に
そ
の
槪
説
書
で
は
あ
る
が
、『
北
宋
史
概
説
』
で
は
、「
章
惇
は
、

始
め
て
司
馬
光
と
太
后
の
前
で
論
戰
し
た
。〈
中
略
〉。
こ
れ
に
は
司
馬
光
も
返
答
に
窮
し
て
大
い
に
赤
面
し
た
」
と
い
い
、『
中
國
史
』
で
は
、
蔡
京
を

政
治
に
信
念
や
節
操
を
も
た
ぬ
「
便
宜
主
義
者
」
と
み
な
し
、「
大
臣
の
司
馬
光
は
、
五
日
を
限
っ
て
差
役
法
を
復
活
せ
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
の
緊
急
命
令
を
出
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

〈
中
略
〉。
知
開
封
府
で
あ
っ
た
蔡
京
は
一
日
の
う
ち
に
新
法
を
改
め
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
舊
法
に
よ
る
差
役
法
を
復
活
し
た
と
報
告
し
て
司
馬
光
に
賞
め
ら
れ
た
〔
傍
點

引
用
者
〕」
と
い

）
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（う

。
前
者
は
、『
長
編
』
惇
駁
奏
と
伯
温
『
聞
見
録
』、
後
者
は
『
聞
見
録
』
に
據
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
者
で
は
宮
崎
は
、
紹
聖
に
お
け

る
京
の
惇
へ
の
助
言
も
紹
介
し
て
い
る
。
前
者
で
は
、
惇
の
簾
前
に
お
け
る
光
と
の
論
爭
と
い
う
虚
構
が
繼
承
さ
れ
て
い
る
。「
大
い
に
赤
面
し
た
」
は

虚
構
の
増
幅
で
あ
る
。
後
者
で
は
、「
五
日
」
の
意
味
を
誤
認
し
あ
ま
つ
さ
え
、「
一
日
の
う
ち
云
云
」
と
新
た
な
誤
認
を
累
加
し
て
い
る
。「
緊
急
命
令

云
云
」
は
、
當
時
光
が
謁
告
中
で
あ
っ
た
事
實
を
、
宮
崎
が
知
り
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。「
便
宜
主
義
者
」
は
伯
温
の
所
謂
「
眞
小
人
耳
」
と

い
う
京
評
價
、
矮
小
化
の
繼
承
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）　
「
司
馬
光
傳
承
數
則

│
明
清
「
編
年
」
書
六
種
に
お
け
る

│
」（『
東
北
大
學
東
洋
史
論
集
』
第
一
二
輯

│
寺
田
隆
信
博
士
追
悼
論
文
集

│
、二
〇
一
六
）。
文
中
に
お
け
る
「
別

稿
」
は
皆
こ
れ
を
指
す
。

（
2
）　
（
1
）
別
稿
參
照
。

（
3
）　
（
1
）
別
稿
參
照
。

（
4
）　
『
宋
史
』
哲
宗
本
紀
八
年
五
月
に
は
、「
丙
辰
、
賜
禮
部
奏
名
進
士
・
諸
科
及
第
出
身
四
百
六
十
一
人
。
戊
午
、
以
蔡
確
爲
尚
書
左
僕
射
兼
門
下
侍
郎
、〈
中
略
〉、
章
惇
知
樞
密
院
、

司
馬
光
爲
門
下
侍
郎
」
と
あ
り
、
應
旂
C
同
年
同
月
に
は
、「
丙
辰
、
賜
禮
部
奏
名
進
士
・
諸
料
及
第
出
身
四
百
六
十
一
人
。
是
科
得
謝
良
佐
。
以
蔡
確
・
韓
縝
爲
尚
書
左
右
僕
射

兼
門
下
・
中
書
侍
郎
、
章
惇
知
樞
密
院
事
。
詔
起
司
馬
光
知
陳
州
、
光
過
闕
入
見
、
留
爲
門
下
侍
郎
云
云
」
と
あ
る
。『
宋
史
』
光
傳
に
は
「
起
光
知
陳
州
、
過
闕
、
留
爲
門
下
侍

郎
云
云
」
と
み
え
る
。
應
旂
は
恐
ら
く
本
紀
に
據
り
戊
午
條
に
、
光
の
門
下
侍
郎
の
就
任
を
記
す
豫
定
で
あ
っ
た
が
、「
戊
午
」
二
字
を
脱
落
さ
せ
た
。
し
か
も
陳
桱
A
・
商
輅
B
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

で
は
「
以
司
馬
光
爲
門
下
侍
郎
」
條
「
分
註
」
に
引
く
『
宋
史
』
光
傳
「
起
光
知
陳
州
」
を
、「
章
惇
知
樞
密
院
事
」
に
接
續
し
た
た
め
、「
編
年
」
書
の
體
裁
を
害
う
に
至
っ
て
い
る
。

（
5
）　

宗
沐
D
も
「
章
惇
知
樞
密
院
事
」
に
『
宋
史
』
光
傳
を
續
け
る
點
で
は
、
應
旂
C
に
共
通
す
る
。
た
だ
宗
沐
の
場
合
戊
午
條
直
前
に
、
光
の
「
開
言
路
」
要
求
記
事
「
司
馬
光
居
洛

十
五
年
、〈
中
略
〉、
光
請
開
言
路
、〈
中
略
〉。
於
是
上
封
事
者
千
數
」
を
配
し
、
光
の
門
下
侍
郎
就
任
に
至
る
經
緯
は
、
C
よ
り
判
り
易
い
。
た
だ
し
か
か
る
構
成
は
商
輅
B
の
、「
司

馬
光
自
洛
入
臨
夏
五
月
詔
求
直
言
」
條
お
よ
び
「
分
註
」、「
以
司
馬
光
爲
門
下
侍
即
」
條
お
よ
び
「
分
註
」
の
踏
襲
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
宗
沐
が
應
旂
よ
り
藍
本
商
輅
B
に
忠

實
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　

因
み
に
應
旂
C
丙
辰
條
、
宗
沐
D
戊
午
條
は
い
ず
れ
も
羅
從
彦
「
尊
堯
録
」
卷
七
の
光
批
判
「
乃
曰
『
以
母
改
子
、
非
子
改
父
』
以
此
遏
衆
議
則
失
之
矣
。
其
後
至
紹
聖
時
、
排
陷

忠
良
、
以
害
于
治
、
豈
亦
光
有
以
肇
之
邪
」
を
載
せ
る
。
從
彦
の
論
は
陳
桱
A
に
無
く
、
商
輅
B
に
は
有
る
。『
四
庫
全
書
叢
目
提
要
』
は
應
旂
が
商
輅
B
を
藍
本
と
し
た
と
い
う
。

宗
沐
D
に
お
い
て
も
B
は
そ
の
藍
本
で
あ
ろ
う
。

（
6
）　
『
長
編
』
卷
三
五
六
／
六
同
月
同
日
條
に
「
詔
責
授
汝
州
團
練
副
使
本
州
安
置
蘇
軾
、
復
朝
奉
郎
知
登
州
」
と
あ
る
。
何
掄
『
眉
陽
三
蘇
先
生
年
譜
』
に
據
れ
ば
、
こ
の
年
十
一
月

登
州
到
任
五
日
に
し
て
、
禮
部
員
外
郎
を
以
て
召
還
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

乾
學
等
が
、
門
下
侍
郎
を
光
が
「
復
辭
」
し
た
と
す
る
の
は
、
後
出
の
『
司
馬
公
集
』「（
辭
門
下
侍
郎
）
第
二
箚
子
」
に
據
る
で
あ
ろ
う
が
、
誤
認
で
あ
る
。
該
「
箚
子
」
は
そ
の

自
注
に
み
る
よ
う
に
「
不
上
」
に
お
わ
っ
た
。
乾
學
等
は
自
注
を
看
過
し
た
で
あ
ろ
う
。

（
8
）　
「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」
は
後
に
み
る
よ
う
に
、「
辭
門
下
侍
郎
第
一
箚
子
」「
請
更
張
新
法
箚
子
」
と
と
も
に
、五
月
二
十
八
日
に
上
奏
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
長
編
』
に
據
れ
ば
、

光
の
知
陳
州
發
令
は
四
月
丁
丑
（
十
四
日
）、「
過
闕
」「
入
見
」
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
五
月
乙
未
（
三
日
）
で
あ
る
。

　
　
　

該
「
箚
子
」
に
は
「
臣
昨
奉
聖
旨
令
入
見
、
於
今
月
二
十
三
日
到
京
、
蒙
降
中
使
以
五
月
五
日
詔
書
賜
臣
看
閲
云
云
」
と
み
え
る
。
該
「
箚
子
」
は
「
五
月
五
日
詔
書
」
に
對
す
る

反
論
で
あ
る
が
、
光
が
「
詔
書
」
を
「
看
閲
」
し
た
の
は
、
五
月
二
十
三
日
の
「
到
京
」
以
後
で
あ
る
。
該
「
箚
子
」
が
上
殿
（
入
見
）
に
備
え
て
執
筆
さ
れ
た
の
も
、
同
日
以
後

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
陳
州
發
令
以
前
に
こ
れ
を
載
せ
る
の
は
、「
行
狀
」
で
あ
っ
て
も
、
妥
當
を
缺
く
（『
長
編
』
卷
三
五
四
／
六
、
同
卷
三
五
六
／
二
）。

（
9
）　
『
司
馬
公
集
』
卷
四
七
は
、「
第
二
箚
子
」
に
續
け
て
、
高
氏
「
手
詔
」
お
よ
び
「
再
降
詔
云
云
」
の
「
傳
宣
」
を
載
せ
る
。

（
10
）　
「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」
お
よ
び
、『
司
馬
公
集
』
卷
四
六
「
乞
開
言
輅
箚
子
」、
同
卷
四
七
「
乞
開
言
路
狀
」
三
件
は
、
一
連
の
上
奏
で
あ
る
。
三
月
三
十
日

│
『
長
編
』
は
同

月
壬
戌
（
二
十
九
日
）
に
繫
け
る

│
の
「
乞
開
言
路
箚
子
」
で
光
は
、
最
優
先
さ
る
べ
き
施
策
と
し
て
、
人
の
有
官
と
無
官
と
を
問
わ
ず
朝
政
闕
失
に
つ
き
、
實
封
狀
を
以
て
上

奏
さ
せ
、下
情
を
上
通
さ
せ
よ
と
い
う
。
李
燾
所
引
の
『
元
祐
密
疏
』
に
據
れ
ば
四
月
二
十
九
日
上
奏
に
係
る
「
乞
開
言
路
狀
」
は
、「
開
言
路
之
詔
」
が
下
さ
れ
ぬ
段
階
で
宋
彭
年
・

王
諤
が
、
職
分
外
の
發
言
（
非
其
本
職
而
言
）
を
以
て
處
罰
さ
れ
た
こ
と
に
抗
議
す
る
。「
乞
改
求
諫
詔
書
箚
子
」
は
、「
五
月
五
日
詔
書
」
が
一
方
で
光
の
建
議
を
「
采
納
」
し
な

が
ら
、
一
方
で
は
「
陰
有
所
懷
」「
犯
非
其
分
」
等
六
箇
條
に
抵
觸
し
た
場
合
、
こ
れ
を
處
罰
す
る
と
し
た
點
を
、
批
判
す
る
。「
五
月
五
日
詔
書
」
が
「
求
諫
詔
書
」
で
あ
る
（『
長

編
』
卷
三
五
三
／
九
〜
一
〇
、
同
卷
三
五
六
／
二
〜
四
、
同
卷
三
五
四
／
五
、
同
卷
三
五
四
／
九
〜
一
〇
）。

（
11
）　

乾
學
等
E
庚
申
（
三
日
）、『
紀
事
本
末
』「
差
役
」
己
未
（
二
日
）
を
比
べ
れ
ば
、
庚
申
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。『
宋
會
要
輯
稿
』
食
貨
一
三
免
役
錢
は
、
當
該
記
事
を
元
年
三
月
三
日

に
載
せ
る
。『
長
編
』
も
こ
れ
を
三
月
庚
申
に
繋
け
る
。『
長
編
』
と
「
差
役
」
と
の
相
違
の
理
由
は
、
判
然
と
し
な
い
。

（
12
）　

明
人
四
書
に
お
け
る
詳
定
役
法
所
に
つ
い
て
は
（
1
）
別
稿
參
照
。
李
燾
所
引
の
『（
舊
）
哲
宗
實
録
』
は
、「
蓋
自
光
遽
變
差
役
之
法
、州
縣
承
行
擾
攘
、民
被
其
害
、朝
廷
悟
其
非

4

4

4

4

4

、

故
置
局
詳
定
焉
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
い
う
。
特
に
新
法
黨
か
ら
す
れ
ば
詳
定
所
の
設
置
は
、
光
「
箚
子
」
の
施
行
が
結
果
し
た
混
亂
の
、
彌
縫
策
で
あ
っ
た
（『
長
編
』
卷
三
六
七

／
一
七
）。
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（
13
）　

こ
の
場
合
に
は
、
①
本
紀
に
則
り
辛
未
條
か
ら
始
ま
る
元
年
三
月
の
草
稿
が
爲
ら
れ
た
、
②
後
に
己
未
・
庚
申
・
庚
午
條
の
遺
漏
が
發
見
さ
れ
た
、
③
己
未
條
以
下
が
辛
未
條
の
前

に
插
入
さ
れ
た
、
④
だ
が
「
三
月
」
を
己
未
條
に
移
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
經
緯
を
想
定
し
得
る
。

（
14
）　

軾
『
奏
議
集
』
卷
三
「
再
乞
罷
詳
定
役
法
狀
」。

（
15
）　

閏
二
月
癸
卯
（
十
五
日
）
詳
定
役
法
所
の
「
欲
乞
先
次
行
下
諸
路
、
除
衙
前
一
役

4

4

4

4

先
用
坊
場
河
渡
錢
、
依
見
今
合
用
人
數
雇
募

4

4

、
不
足
方
許

4

4

4

4

掲
簿
定
差

4

4

、4

其
餘
役
人
、
除
召
募

4

4

外
、

並
依
二
月
六
日
指
揮
定
差

4

4

云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
い
う
建
議
が
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
（『
長
編
』
卷
三
六
九
／
三
）。

（
16
）　
（
1
）
別
稿
參
照
。

（
17
）　
『
長
編
』
は
閏
二
月
甲
辰
に
光
庭
該
奏
を
繫
け
る
が
、『
紀
事
本
末
』「
逐
小
人
上
」
同
月
同
日
條
は
、
ま
ず
該
奏
冒
頭
部
分
「
臣
竊
以
姦
臣
在
位
、〈
中
略
〉。
臣
職
在
諫
列
、
睹
此

姦
臣
未
去
、
言
不
得
不
盡
、〈
中
略
〉。
伏
望
陛
下
檢
會
臣
前
後
累
奏
、
早
賜
睿
斷
施
行
」
を
採
り
、「
今
日
廟
堂
之
上
云
云
」
が
有
る
該
奏
「
貼
黃
」
は
採
ら
な
い
。
從
っ
て
乾
學

等
が
據
っ
た
の
は
少
な
く
と
も
、『
紀
事
本
末
』「
逐
小
人
上
」
で
は
な
い
（『
長
編
』
卷
三
六
九
／
一
〇
〜
一
一
）。

（
18
）　

た
だ
し
李
燾
注
所
引
の
軾
「
墓
誌
銘
」
は
、「
公
亦
與
其
選
、
獨
以
實
告
、
而
君
實
始
不
悦
矣
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
公
亦
與
其
選
、
獨
以
病
在
告

4

4

4

4

4

、
而
君
實
不
悦
〔
傍
點
引

用
者
〕」
に
作
る
。
中
華
書
局
標
點
本
「
校
勘
記
」
も
こ
れ
を
訂
正
し
て
い
な
い
。

（
19
）　

傅
堯
兪
の
詳
定
役
法
兼
領
は
閏
二
月
丙
午
（
十
九
日
）
で
あ
る
。
呂
大
防
（
吏
部
尚
書
）
の
執
政
官
（
尚
書
右
丞
）
陞
進
に
伴
う
人
事
で
あ
ろ
う
（『
長
編
』
卷
三
六
九
／
一
七
、

同
卷
三
六
九
／
一
一
）。

（
20
）　
『
長
編
』
熙
寧
三
年
（
一
〇
七
〇
）
九
月
癸
丑
（
二
十
六
日
）
條
に
「
作
東
西
府
以
居
執
政
官
」
と
あ
り
、
同
四
年
九
月
丁
未
（
二
十
六
日
）
條
に
、「
先
是
詔
建
東
西
二
府
各
四
位
、

東
府
第
一
位
凡
一
百
五
十
六
間
、
餘
各
一
百
五
十
三
間
、
東
府
、
命
宰
臣
・
參
知
政
事
居
之
、
西
府
、
命
樞
密
使
・
副
使
居
之
。
府
成
、
上
以
是
日
臨
幸
」
と
あ
る
（
同
卷
二
一
五

／
一
六
、
同
卷
二
二
六
／
一
四
）。

（
21
）　
「
三
省
・
樞
密
院
言
、
同
差
除
及
進
呈
文
字
、
理
須
會
議
者
、
先
於
都
堂
聚
議
、
或
遇
假
及
已
歸
東
西
府
、
聽
便
門
往
來
聚
議
。
從
之
」
が
そ
れ
で
あ
る
（『
長
編
』
卷
三
五
八
／

一
七
）。

（
22
）　
「
墓
誌
銘
」
は
惇
の
「
謔
侮
」
を
、
光
の
門
下
侍
郎
在
任
中
と
す
る
。
光
が
門
下
侍
郎
で
あ
れ
ば
、
惇
が
光
を
「
謔
侮
」
し
得
た
の
は
、
光
の
謁
告

│
お
よ
び
正
月
二
十
二
日
「
箚

子
」
上
奏

│
以
前
に
、ほ
ぼ
そ
の
時
は
限
定
さ
れ
る
。
如
何
な
る
案
件
を
め
ぐ
る
「
謔
侮
」
で
あ
っ
た
か
も
、「
墓
誌
銘
」
に
言
及
は
無
い
。
應
旂
は
「
墓
誌
銘
」
の
「
門
下
侍
郎
」

を
「
僕
射
」
に
改
竄
す
る
。「
謔
侮
」
は
閏
二
月
庚
寅
の
僕
射
發
令
以
後
の
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
を
簾
前
で
の
光
と
の
役
法
論
爭
と
連
書
す
れ
ば
、「
謔
侮
」
の
對
象
は
光
の
役
法

│
な
い
し
は
そ
の
「
箚
子
」

│
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
惇
の
知
樞
密
院
事
解
任
の
原
因
と
し
て
、
簾
前
で
の
役
法
を
め
ぐ
る
光
ヘ
の
暴
言
（
謔
侮
）
が
、
か
く
て
虚
構
さ
れ
た
。

乾
學
等
は
「
謔
侮
」
に
暴
言
「
它
日
安
能
奉
陪
喫
劍
』
を
、
加
え
た
。「
墓
誌
銘
」
に
お
け
る
「
謔
侮
」
と
應
旂
の
改
竄
に
つ
い
て
は
（
1
）
別
稿
參
照
。

（
23
）　
『
長
編
』
二
月
丁
亥
惇
駁
奏
の
一
節
に
、「
然
初
朝
廷
自
議
行
免
役
之
時
、〈
中
略
〉、
當
時
所
遣
使
者
、
不
能
體
先
帝
愛
民
之
志
、
成
就
法
意
之
良
、〈
中
略
〉、
法
行
之
後
、
差
役
之

舊
害
雖
已
盡
去
、
而
免
役
之
新
害
隨
而
復
生
、〈
中
略
〉、
今
日
正
是
更
張
修
完
之
時
、
理
當
詳
審
云
云
」
と
あ
る
（
同
卷
三
六
七
／
九
〜
一
〇
）。

（
24
）　

李
燾
は
惇
「
箚
子
」
を
「
檢
詳
追
附
」
し
得
た
場
合
、「
同
列
」
と
の
論
爭
に
改
め
は
し
て
も
、依
然
伯
温
『
聞
見
録
』
の
舊
に
仍
り
會
話
體
を
遺
す
現
行
『
長
編
』
正
文
を
、『
箚
子
』

の
引
用
に
改
め
る
意
圖
で
あ
っ
た
か
。

（
25
）　

文
彦
博
の
平
章
軍
國
重
事
就
任
に
つ
い
て
は
、（
1
）
別
稿
參
照
。

（
26
）　
『
長
編
』
當
該
條
で
は
「
十
一
月
」。
中
華
書
局
標
點
本
「
校
勘
記
」
に
據
り
補
正
。
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「
司
馬
光
傳
承
」
拾
遺
（
熊
本
）

（
27
）　
『
聞
見
録
』
卷
一
一
に
「
蔡
京
者
、
知
開
封
府
、
用
五
日
限
、
盡
改
畿
縣
雇
役
之
法
爲
差
役

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
至
政
事
堂
白
温
公
云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
と
あ
る
。
傍
點
部
分
は
主
に
敦
逸
上
奏
と

折
衷
し
た
で
あ
ろ
う
。

（
28
）　

轍
に
は
そ
の
ほ
か
に
、「
臣
前
四
上
章
言
、
蔡
京
知
開
封
府
、
推
行
役
法
、
明
知
舊
法
人
數
冗
長
、
近
隆
聖
旨
許
州
縣
相
度
有
無
妨
礙
、
至
於
掲
簿
定
差
亦
無
日
限

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
而
京
違
此
指
揮
、

差
人
監
勒
開
・
祥
兩
縣
、
一
依
舊
發
人
數
、
於
數
日
内
差
撥
了
當
、
意
欲
擾
民
以
沮
成
法

4

4

4

4

4

4

4

4

云
云
〔
傍
點
引
用
者
〕」
の
上
奏
が
有
る
（『
長
編
』
卷
三
七
七
／
一
八
）。

（
29
）　
『
司
馬
公
集
』
卷
六
三
「
三
省
咨
目
」
に
「
光
見
欲
作
一
文
字
奏
聞
、
若
降
至
三
省
、
望
諸
公
同
心
協
力
與
贊
成
云
云
」
と
あ
る
。（
1
）
別
稿
參
照
。

（
30
）　
『
章
氏
遺
書
』
卷
九
「
爲
畢
制
軍
與
錢
辛
楣
宮
詹
論
續
鑑
書
」
に
、「
徐
昆
山
書
最
爲
晩
出
、〈
中
略
〉、
宜
若
可
以
爲
定
本
矣
、
顧
永
樂
大
典
、
藏
於
中
秘
、
有
宋
東
都
則
丹
陵
李
氏

4

4

4

4

4

4

4

4

4

『
長4

編4

』
足
本
未
出

4

4

4

4

、
南
渡
則
井
研
李
氏
『
繋
年
要
録
』
未
出
、〈
中
略
〉、
今
茲
幸
値
右
文
盛
治
、
四
庫
搜
羅

4

4

4

4

、〈
中
略
〉、
今
宋
事
據
丹
陵

4

4

4

4

・
井
研
二
李
氏
書
而
推
廣
之

4

4

4

4

4

4

4

云
云
〔
傍
點
引

用
者
〕」
と
あ
る
。（
1
）
別
稿
參
照
。

（
31
）（
28
）
參
照
。

（
32
）　

軾
撰
光
「
行
狀
」
は
、
光
が
「
西
府
」
で
沒
し
た
と
す
る
。「
數
月
復
病
、
以
九
月
丙
辰
薨
于
西
府
、
享
年
六
十
八
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
清
顧
棟
高
『
司
馬
太
師
温
國
文
正
公
年
譜
』

卷
八
「
九
月
丙
辰
朔
、
公
薨
于
西
府
」
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
據
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
元
豐
八
年
六
月
丙
戌
（
二
十
三
日
）
詔
は
、「
三
省
・
樞
密
院
官
、
如
遇
選
〔
遷
〕
拜
、

東
西
府
居
、
更
不
遷
移
」
と
い
う
。「
更
不
遷
移
」
と
は
例
え
ば
、
執
政
官
門
下
侍
郎
か
ら
首
相
左
僕
射
兼
門
下
侍
郎
に
陞
進
し
た
場
合
も
、
東
府
某
位
か
ら
他
の
三
位
、
あ
る
い

は
西
府
四
位
の
い
ず
れ
か
に
、
轉
居
せ
し
め
ぬ
意
で
あ
る
。
蔡
京
は
、
光
正
月
「
箚
子
」
行
下
後
、
閏
二
月
庚
戌
（
二
十
二
日
）
知
開
封
府
解
任
以
前
、
少
な
く
と
も
三
度
東
府
に

光
を
訪
れ
て
い
る
。
京
の
訪
問
の
す
ベ
て
が
、
光
が
首
相
を
發
令
さ
れ
た
閏
二
月
庚
寅
（
二
日
）
以
前
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
光
は
前
年
詔
に
よ
り
轉
居
し
得
な
か
っ
た
。
ま
し
て

こ
の
間
光
は
、
謁
告
療
養
中
の
身
で
あ
る
。
前
年
の
門
下
侍
郎
就
任
以
後
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
光
は
、
東
府
に
居
住
し
た
で
あ
ろ
う
。
東
西
府
に
つ
い
て
は
（
20
）
參

照
（『
長
編
』
卷
三
五
七
／
一
六
、
同
卷
三
六
九
／
一
七
）。

（
33
）　
『
北
宋
史
槪
論
』（『
世
界
文
化
史
大
系
』
一
二
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
三
五
、『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
〇
、
巖
波
書
店
、
一
九
九
二
、『
中
國
史
』
巖
波
全
書
、
一
九
七
七
、『
宮
崎

市
定
全
集
』
一
、
巖
波
書
店
、
一
九
九
三
）。
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「司馬光傳承」拾遺 
─再論明清編年書所述司馬光事蹟─

熊　本　　　崇

　本文比較並探討了在明代清代的六種編年體史書中如何表述司馬光最晩年的事蹟，即於北宋哲宗朝初
期（1085年～ 86年）的事蹟。
　六種編年體史書分別是：A明陳桱《通鑑續編》，B明商輅《通鑑綱目續編》，C明薛應旂《宋元資治
通鑑》，D明王宗沐《宋元資治通鑑》，E清徐乾學等《資治通鑑後編》，F清畢沅《續資治通鑑》。
　其中 F成書於《四庫全書》編撰之後。因此在對宋史的編纂中，與其它五者相比，具有格外豐富的史
料環境，譬如説可以利用到宋李燾《續資治通鑑長編》的神宗紀，哲宗紀。
　通過對六種史書的比較探討，比如可以明確以下諸點。
　1　 六者整體來説都受到了正史《宋史》的強烈影響。
　2　 六者間的比較中，後著的史書也受到了前著史書的強烈影響。例如 C，D是以 B為藍本，又能看

到 C也對 E有一定的影響，而 F幾乎只不過就是 E的轉抄。
　3　 司馬光在這段時期中最重要的事蹟就是役法改革（回歸差役法），但總體説對其關注比較不足。依

然沒有補正先行史書的謬誤，具有明顯的擱置問題，繼承問題的傾向。
　4　 由於司馬光所提出的役法（差役法）的不完備引起了元祐年間的巨大混亂，而六種史書對這一點都

沒有傾注關心，不如説是對司馬光進行逐歩的神格化。
　5　 編著 F時，雖然具有通過利用《續資治通鑑長編》來補正先行史書 E的不完備，進一歩慎密考證

的條件，但是在 F中並沒有看到做出上述努力的痕跡。


